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2023（令和 5)年度 

第 2 回河川工作物アドバイザー会議議事録 
 

令和 6 年 2 月 2 日（金曜日）13 時 30 分～17 時 00 分 

札幌市 アスティ 45 大研修室 1606 

 

 

Ⅰ開会：司会進行 北海道森林管理局計画保全部知床森林生態系保全センター 岩本 

 

岩本：定刻となりましたので、これより、令和 5 年度第 2 回河川工作物アドバイザー会議を開催

いたします。開催にあたり事務局を代表しまして、北海道森林管理局計画保全部長の近藤よ

りご挨拶申し上げます。 

 

近藤：ただいまご紹介いただきました北海道森林管理局計画保全部長、近藤と申します。よろし

くお願いいたします。今回第 2 回の河川工作物アドバイザー会議の開催にあたりまして、事

務局を代表して一言ご挨拶申し上げます。委員の皆様方、また関係機関の皆様方はじめ多く

の方々、お忙しい中本日はこのようにお集まりいただきましてありがとうございます。厚く

御礼を申し上げます。また皆様方には日頃より知床の世界自然遺産地域の管理につきまし

て多大なるご協力ご理解いただいていることに改めて御礼申し上げる次第でございます。

本日のアドバイザー会議でございますけれども、大変ボリュームが多い形になってござい

ます。遺産委員会の決議への対応、それから管理計画の見直し、長期モニタリングについて、

また 4 河川にかかる河川工作物等の改修について、またその他としましても 6 つの議題が

ございます。大変なボリュームでございます。私どもも事務局からの説明効率的に行ってま

いりますので、各委員の皆様方におかれましてはぜひ忌憚のないご意見をいただければと

考えておりますのでご議論の程よろしくお願いいたします。終わりに今回ですが、リモート

の会議ということも併用してございます、運営上いろいろ不手際もあるかもしれません。皆

様方のご協力をいただきながら進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。最後になりますけれども、私この後業務がございまして、退席させていただきますこと

をご容赦願います。それでは長時間にわたる議論ということでございますけれどもよろし

くお願いいたします。 

 

岩本：近藤部長と、寺村計画課長におきましては、公務の都合によりここで退席させていただき

ます。次に本日の出席者ですが全委員がご出席し、根岸委員と森田委員はリモートでご参加

されています。各関係機関からの出席者につきましてはお手元にあります出席者名簿でご

確認ください。続いて会議中の諸注意事項を申し上げます。本会議は公開で開催され会議資

料と議事録が後日知床データセンターのホームページに掲載されることになっております

のでご了承をお願いいたします。また本日リモート併用のため発言の際はマイクをご使用

ください。なお一般傍聴の方は発言をお控えください。次に資料についてですが、配布資料

一覧表のとおり資料 1 から 15 まで全 15 種ございます。もし不足等がございましたら途中

でも構いませんので事務局にお申し出願います。それではこれより議事に入りますが、これ

以降の議事進行を中村座長にお願いいたします。 

 

 

Ⅱ議事：進行役 中村座長 

 

中村座長：たくさん議題があるということで早速ですが議事に入りたいと思います。お忙しいと

ころたくさんお集まりいただきありがとうございます。それではまず議事次第の資料 1、世

界遺産委員会決議の対応について事務局からお願いします。 
 

（1）世界遺産委員会決議の対応について 

北海道森林管理局計画保全部計画課 工藤：資料 1 第 45 回世界遺産委員会決議に係る対応に

ついて  

林野庁北海道森林管理局の工藤と申します。まず本会議、各委員・オブザーバーの皆様に
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は日頃大変お世話になっております。またご参加の関係機関の皆様本日はよろしくお願い

いたします。私の方から資料１、第 45 回世界遺産委員会決議に係る対応について説明させ

ていただきます。昨年 9 月に、サウジアラビアで実施されました 45 回世界遺産委員会にお

いて、知床に対して決議が出されております。今回その決議勧告内容また回答素案につい

て、資料に基づいて説明させていただきます。毎回のことですが河川工作物 AP 関連はルシ

ャ川の地区に対しての決議事項 8 番として 2019 年に IUCN の諮問認証の勧告に続き、さら

に 2 年前の前回委員会とほぼ同様な決議勧告が出されたところでありますが、今後これら

を基づいて保全状況報告の対応を進めていくところになっております。資料 1 については

15 頁ものですが、資料の最初の 1 頁については、今回の決議に対しての事務局案で検討し

た項目 ABC の回答素案を示したものであります。次に 2 頁については前回の 44 回の世界委

員会の決議事項と青字でその時の回答文になります。また 3 頁からは諮問ミッションの勧

告に留意するということでもありましたので、3 頁 4 頁で 19 年の諮問ミッションの中身、

現在の保全上の問題等政府から出した回答の要旨をまとめ、参考として付けてございます。

5 頁以降については全体の勧告の対応に関わる部分を 5 頁 6 頁 7 頁に今後のスケジュール

感を河川 AP 対応の部分も含めて示してございます。最後に 8 頁以降については今回の 45

回の世界遺産決議について原文の英文、和文の仮訳版をつけてございます。河川工作物の関

係については色網掛けして資料としては構成してございます。 

それでは 1 頁に戻りまして今回の決議項目 8 の各 A、B、C の回答素案についてご説明さ

せていただきます。これは事務局案として北海道と林野庁で A、B についてはルシャ川のダ

ム改良の部分で北海道の方で作成、C については河床路のプロジェクトの絡みで林野庁の方

で作成したものです。回答素案についてはルシャ川のダム改良の完了を前回の想定を踏ま

えて今回時点の回答として今年でルシャ川も6年にわたる改良工事が終わる予定ですので、

それを踏まえた回答素案とさせてもらってございます。B と C は前回の 44 回で 2 頁の青字

に書いておりますが政府回答した回答案を軸にした構成として、今素案として記載させて

いただきました。なお、これの勧告対応に向けた今後保全状況報告作業スケジュール 7 頁

にもありますが、まず本日 AP 会議においてはこの素案を提案確認していただきまして、回

答素案については今後和文については 8 月ぐらいまでは調整ができますので、今後、今日

の場以外でも何か各委員の皆さんからお気づきがありましたら意見調整をしていきたいと

思っております。9 月頃には英文作業を確認した後、政府として 11 月末に IUCN に保全状況

報告として提出する予定となっております。決議に係る対応について以上ですがよろしく

お願いいたします。 

 

中村座長：はいありがとうございます。前回と同じような勧告対応になっていて我々の回答を読

んでいるのかなという感じもしないでもないですが、これについてご意見とかご質問あり

ましたらどうぞ。 

 

荒木委員：A の部分、赤字の部分についてですが，求められているのは河川生態系における生物

学的変数の代表性を改善する、改善するための対策を講じるということです．それに対する

回答がモニタリングをやっている，調査を継続する，産卵床に関して評価する予定であると

いう答えで、見続けますという回答に聞こえます．求められているのは対策を講じることな

ので、モニタリングをし続けるのはもちろんですが，そこで何かしらプラスなり、マイナス

なりの結果が得られた時にどういうことをやるかということが書かれていないといけない

ような気がします。 

 

中村座長：この日本語は日本語になってないので 11 頁の一番上の a)について、この英文も確か

に難解で荒木さんならどう見ますか「Take measures to～」 

 

荒木委員：微妙ですね。Measures をどうとるかですね。いずれにせよ、そこがちぐはぐだと捉

えられないような回答の仕方にしておく、表現の方法だと思うのですけど評価する予定で

あるで終わらずに評価し必要に応じて対策を講じる、議論することが明記されていること

が必要かと思います。 

 

中村座長：ありがとうございます。他いかがでしょうか。それでは 1 個目はこれまでということ
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で、2 つ目知床世界自然遺産地域管理計画の見直しについて、環境省さんお願いします。 

 

（2）知床世界自然遺産地域管理計画の見直しについて 

環境省釧路自然環境事務所国立公園課 伊藤：資料 2 知床世界自然遺産地域管理計画の見直し

について 

環境省自然環境事務所の伊藤でございます。世界遺産の管理計画の見直しにあたりまし

ては昨年度より科学委員会やアドバイザー会議、各ワーキンググループでもご議論を進め

ていただいてきました。その結果、おかげさまでほぼ内容が固まってきたものとなってござ

います。まず、今回の見直しにあたってどこが変わったのだということを重点ポイントとし

て 5 つ挙げてございます。1 つは保全管理の目標設定、それを具体的に書くということと、

それを長期モニタリング計画によって順応的に見ていくというところがございます。これ

らの点は資料の 1 頁や 6 頁に書いています。それから続いて 2 点目、これも大きなところ

ですが遺産管理計画というのは基本方針を定めるものであるということで、基本方針をこ

こに書き込むことで、具体的な方策については関連する計画に落とし込んでいくというよ

うな形で住み分けといいますか役割を明示的にした上でこの遺産管理計画を改良するとい

うところがございました。3 点目として遺産の価値と現状について、これは現行計画がまだ

遺産登録直後も策定でしたのでほとんど書かれていなかったところについて世界遺産とし

て登録された価値っていうのはこういうものであると、それが現状としてはどうなのだと

いうところを書き込んだということになります。それから 4 点目としては、特に知床につい

ては気候変動の影響をより大きく受ける遺産価値でございますので、これを考慮した順応

的管理を行っていくということを明記したということになります。最後に、地域主導による

遺産価値の保全と利用の好循環ということで、今回の見直しに当たってのポイントとして

はこの 5 つが重点的に考慮した上で各種見直しを進めてきていただいたというところでご

ざいます。そのほか、アドバイザー会議に係る個別につきましては林野庁さんからお願いい

たします。 

 

北海道森林管理局計画保全部計画課 工藤：環境省の方からこの見直しのポイント案また具体

的な見直し計画案について概略的に説明ありましたが、河川に関わる部分も前回の会議と

またメーリングでもいろいろ各委員から河川の部分、資料については黄色で網掛してござ

いますが、意見修文を行い、整理したところであります。また、最後に巻末の 2 に用語集の

関係、表記もそうですが、今回シロザケの表記をサケに標準和名で表記するとかサケ科魚類、

サケ類の用語の関係、シロザケの表記についての解説ついても意見いただいた部分を踏ま

えて整理図らせていただきました。莫大な資料ですが、その中でいただいた意見は会議、メ

ーリング等で事務局の方で整理したものを見直し案ということで整理させていただいたと

いうことでまずご報告とご確認をいただきたいと思っております。この見直し計画検討案

については今回の中では、今まで修正作業をやってきておりますので確認作業と今回の会

議の中では最終調整した中で報告の扱いということでさせていただければと思っておりま

す。なお、本日については特段の意見や、流れについてお気づきの点があれご意見を賜れば

と思ってございます。以上ですがよろしくお願いいたします。 

 

中村座長：わかりますが、とりあえず皆さんお忙しいですし、今せっかくこれだけの資料を作っ

ていただいたので、特にこの例えば 16 頁のところですかね我々に関係する文章を教えてく

ださい。 

 

工藤：河川に関わる部分は 15、16 頁あたりです。ここの部分で一部、表現の部分で意見をもら

っておりましたので、そこの部分を修正して大きな構成については前回の管理計画の中で

扱っておりますが該当するということで色がけしたところでもあります。 

 

中村座長：今日この場では報告とおっしゃったのですが、伊藤さんもそれでいいですか。 

 

伊藤：はい、もしよろしければ、今後のスケジュールとして事務局が考えていますのはそれぞれ

この AP 会議や各ワーキングでもこういった形で見直しをずっと進めてきていただいてきま

したが、2 月 19 日に開催される科学委員会でご意見を集約していただきます。そして、遺



4 
 

産管理計画自体は地域連絡会議が作ることになっていますので、3 月の地域連絡会議で最終

的に地域の方にも確認していただいて、特段大きな修正点等なければ 4 月以降にも事務局

の方で体裁整えなどを行い、確定という流れを考えてございます。 

 

中村座長：はい、流れは分かりましたが、今ここで皆さんに対してもうこの説明だけでいいので

すか。これだけの資料を作っていただいていますが。 

 

伊藤：基本的には前回までにいただいたご意見は随時反映してまいりました資料でございます。

このボリュームですので本日だけではなくて今後、2 月中ぐらいを目途にもしさらにお気づ

きの点があればご意見を頂戴できれば 3 月の地域連絡会議の時に合わせ反映したものをご

提出したいと思っています。 

 

中村座長：マーカー付けたところは今見なくてよろしいですか。 

 

工藤：これで計画見直し案ということで確認していただければと思います。 

 

中村座長：今確認するのですか。何頁を見てくれとか何か言ってくれないとよくわからないです。

我々としては。15・16 頁にマーカーがついているような気がするので、そこを確認すれば

いいですか。 

 

工藤：今までこの全体的な部分で河川に関わる部分をここの網掛した部分ですよということで、

そこを主眼にメーリングだとか前回会議でも意見をもらったところです。ここは黄色い網

掛けのとこを調整した部分ですので、そこを見直しとして修正ポイントですよ、ということ

をお知らせしたということです。 

 

中村座長：何かお気づきの点ありますか。多分ここを今気づくならば、それを発言してほしいと

いうことだと思います。実績とか課題とか書いてあるところは見なくてよろしいですか。右

側にマーカーしていない見直しの方向性とか実績とか課題とか書いてあるところについて

はよろしいですか。 

 

伊藤：環境省の方からご説明いたしますと、この遺産管理計画の見直しにあたってまずは現行の

管理計画に基づく管理の時にどういったことを実施してきたか、その時にどういう課題が

あったか、ということをまずは整理し、レビューした上で新しく文章を書いていこうという

スタイルにしてございました。ですから右端の列につきましてはこのような方針で見直し

ますよという、最初の段階での方針を記載したところでしたので、本日は真ん中の列だけを

見ていただければと思います。 

 

中村座長：では右側の内容はこの黄色のところに反映されているということですか。 

 

伊藤：はい。 

 

中村座長：そういうことらしいです、いかがでしょうか。それではもしもう一度見る時間があっ

て何か気づかれたら事務局になるべく早いうちにお寄せください。科学委員会の親委員会

の方が 2 月 19 日にありますのでその前には何らかの形、19 日よりもっと前になるべく早く

お願いしたいということです。オンラインの先生方いいですか、特にないですか。はいそれ

ではこのご報告を得たということでこの議題も終わりにしたいと思います。3 番目の資料 3、

第 2 期長期モニタリング計画についてお願いします。 

 

 

（3）第 2 期長期モニタリング計画について 

環境省釧路自然環境事務所国立公園課 伊藤：資料 3 第 2 期長期モニタリング計画について

（案） 

環境省の伊藤でございます。この第 2 期長期モニタリング計画もこれまでずっと AP 会議
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や各ワーキンググループ、それから科学委員会でご確認いただいてきたものでございます。

実際にここに位置づけているモニタリング自体は、昨年令和 4 年 4 月からすでに実施して

いるところではあります。この 2 頁目をご覧いただきますとこの評価の実施時期というも

のがございます。2027 年に第 2 期の中間評価、それから 2032 年に第 2 期の総合評価という

ことで 10 年間の計画として総合評価のタイミングを書いていますけれども、この時にどの

ように評価をするのかという評価手法を事前に固めておこうと、いうことでこの 2 年間ご

議論いただいてまいりました。その結果が 15 頁目以降になります。これまでのご意見を反

映したものでございます。まずは、それぞれのモニタリング項目ごとに、評価基準を定めて

いますので、この評価基準への適合しているのか、あるいはその評価基準に対して非適合な

のか、というところの判断がございます。それが 16 頁に一覧表として評価結果の組み合わ

せとして書いておりますけれども、それぞれ適合・非適合についてその評価指標がその 5 年

なり10年なりのモニタリング結果の傾向からどういうふうになっているのかという傾向と

の組み合わせで評価をしようというところです。その評価結果については、良好なのかある

いは注意しなければならない状況なのか、あるいは要改善なのかということで、このような

判定をするということに整理してございます。もう一つは例えばですけれども気候変動の

兆候を見るようなモニタリングであれば、それが評価基準に適合や不適合なのかではなく

て兆候が見られるか見られないかというような形で評価をすべきだというご意見もいただ

きましたので、17 頁にそういった変化や影響の有無を評価する項目については、その変化

や影響が見られるのか見られないのかという評価をするということにしました。これらに

基づいて具体的にはその時々、総合評価のタイミングでどういうふうにまとめるか、という

のを 18 頁にモニタリング項目の評価シートの記載例ということも整理をいたしまして、そ

れぞれのモニタリング項目ごとにそれぞれ評価基準・評価指標がどうであって、それが評価

結果としてはどうだったかというところをまとめていくというような流れを作って整理し

てございます。以前の第 1 期の長期モニタリング計画の時には、単純に数値を平均化して

評価するというやり方でしたので、それだとせっかく高い評価が得られるモニタリング項

目があったとしても低評価のものに引っ張られてその評価自体が見えづらくなるというこ

とがございました。ですから点数化をやめてこのような定性的に、評価全体を見渡しながら

専門家の先生方に総合評価をしていただく、そういうスタイルで取りまとめたということ

でございます。後半につきましては以上でして前半のそれぞれの項目のモニタリング項目

で修正履歴がたくさんありますが、これは気候変動を見る上でいろんなモニタリングを位

置付けてはどうかという他のワーキングからの指摘も得た結果でして、評価の中身が変わ

ったとかそういうことではなく、紐付けのみが変わったということでございます。河川 AP

に関わるところにつきましては変更はございません。環境省からは以上でございますが、林

野庁さんからお願いします。 

 

北海道森林管理局計画保全部計画課 工藤：私の方から河川 AP に関わる部分でこの表の作りに

ついて説明補足させていただきます。めくって 2 頁に評価の枠組ということで、A から L ま

で評価項目があってその中で河川に関わる部分は J ということで 1 期と同じようなやつだ

けで一部文言修正を行い、河川工作物の改良による影響ということで意見を踏まえて整理

した項目の部分になります。3 頁についてはモニタリング項目、これも大きくサケ類のモニ

タリングと対する淡水魚類相の生育状況の調査というモニタリング項目について、一部 17

で稚魚の降下数を項目に入れ、今後各種調査手法なり総括表に関わる紐付けの中で整理さ

せていただいたところでございます。これについては昨年前から AP 会議またメーリング等

で関連付けの部分だとか評価項目モニターについては各委員の皆さんから意見をもらった

中で調整して、事務局で最終的に総括表も含めて河川の評価項目について整理を図ってき

た扱いになります。本日の会議では今まで作業を行った点、修正案について最終的に確認い

ただき、特に評価の枠組み、評価の方法については、前回会議で荒木先生等からその評価の

方法等いただいた意見は事務局環境省とも調整した中で今回評価の方法についても見直し

整序したことでありますので、この案で最終的に確認いただきましてこの部分についても

報告の扱いで、もし特段の意見等があれば賜ればと思ってございます。以上です。 

 

中村座長：いかがでしょうか。私の方から確認ですが、例えば 5 頁に 17 が出てきて後の方にも

17 が出てきますよね、これはどうしてでしょうか。どんどん複雑になってきていて、例え
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ば 13 頁も 17 が出てきますよね。これはなぜでしょうか。 

 

工藤：ここは 2 頁を見ていただきたいのですが、モニタリング項目に関連して対応する評価項目

ということで河川に関わる部分 No17 と 18 ですが、この項目について評価する項目が B と

I と J それぞれが複合的に紐付けられるということでモニタリング項目が関連してここに

計上されるという扱いであります。 

 

中村座長：ということは、データは同じなのですね。 

 

伊藤：はい、そうです。 

 

中村座長：ただ集計している項目は違うわけですね。はい、そういうことだそうです。 

 

荒木委員：表１、2 頁目の改良というのを J に足していただいたということなのですが、これ文

章を読むと改良による影響が軽減される等によって生態系が維持回復しているかを問う項

目になっています。改良が自然生態系に悪い影響を及ぼすのではないかという前提で書か

れているように見えるのですが。書き方がおかしくないでしょうか。「改良による」をもし

入れるのであれば、それを後ろの影響が軽減される等の部分を削除するなりしないと文意

が間違った方に行っているように見えます。ご検討ください。 

 

中村座長：私も日本語がおかしいと思います。改良による影響に読めてしまうので、多分言いた

かったことは河川工作物の改良によって、悪い影響は軽減されることによって、というよう

なイメージで書きたかったのだろうけど、この文章自体は改良による影響、改良そのものが

影響を持っていてそれが軽減されるみたいな風に読めるので文章を変えましょう。どうい

う文章をしますか。 

 

荒木委員：改良によりでいいのではないですかね。改良等によりですかね。 

 

中村座長：影響が軽減される等も消しますか。 

 

荒木委員：それは改良が入る前に必要だったのではないでしょうか。 

 

中村座長：それではよろしいですか、とりあえず。河川工作物の改良等によりサケ科魚類の再生

産が可能な河川生態系が維持・回復されているか、とする。それが表の中のいろいろなとこ

ろに出てくるので、変えてください。他いかがでしょう、よろしいでしょうか、どうぞ。 

 

渡邊オブザーバー：前に説明を受けたかも分からないですが、16 頁の一番下の評価結果の判定

の上向きになっているのに要改善、経過観察とかそんな話ではないのでは。上向きになって

いるのだけど回復傾向であるのだけどまだそこまで十分回復してないから赤丸になってい

るのは要改善としていいのかどうか気になります。 

 

中村座長：上向いているのだからいいじゃないかという事ですか。 

 

渡邊オブザーバー：経過を見るかそれはどうするか。 

 

中村座長：これ全体の話です。 

 

伊藤：先生のおっしゃる通りだと感じました。改善をしなきゃいけないというよりかは注意の方

に混ぜた方がわかりやすいかもしれないと、先生のお話を聞いていて感じました。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。どうぞ。 

 

荒木委員：今の点ですが私もどっちに見るべきか毎回迷うのですが、現状としては後ろが赤なの
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で不適合の状態にあるということを踏まえるとそこからの改善が必要だという解釈をすれ

ばこれは多分要改善で、上向きになっているからそのまま見守るという赤の比重とその上

向きの比重をどういう風にウエイトするかのバランスじゃないかという気はしますが、不

適合だけれども要改善ではないという表現が正しいかどうか、現状でも 1 個人としては現

状でもそういう意味ではないような気もします。 

 

中村座長：このような意見があったということを親委員会の方で議論して、これは解釈の仕方次

第なのでどちらかに決めましょう。はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか、

いいですか。はい、それでは一応河川 AP としてはそのぐらいの意見になったということで、

そろそろこれ決めたいので今回の 2 月 19 日におよそ決めたいということですね。よろしく

お願いします。それでは資料 4、令和 5 年度長期モニタリング調査結果について森林環境リ

アライズからお願いします。 

 

森林環境リアライズ（株） 荻原：資料 4 令和 5 年度長期モニタリング結果について（オショ

ロコマ） 

森林環境リアライズの荻原です。令和 5 年度オショロコマ等長期モニタリング結果につ

いてご報告させていただきます。まず、2 頁に調査の概要をまとめております。この調査は

淡水魚の生息状況特にオショロコマの生息状況を中心にモニタリングしていくというもの

でして、外来種の侵入状況調査も併せて行っています。下の表は、これまで 2011 年からこ

の調査を始めているのですが①から④までつまり現在第 4 クール目に入っていまして、気

象データを整理し 42 河川の水温調査を行い、そのうち 8 河川について魚類の採捕調査を行

う、あるいは環境 DNA 解析を行うとそういった調査になっております。4 頁は具体的な調査

方法です。気象データの整理につきましては気象庁のアメダスデータを整理しています。水

温調査につきましては 42 河川に 1 箇所ずつ水温計をつけまして 7 月 1 日から 9 月 30 日ま

で水温を 15 分間隔で測定しています。魚類の採捕調査を行う 8 河川については上流側と下

流側に 1 か所ずつ合計 2 か所水温計を設置しています。それから 3 つ目の魚類採捕調査に

ついて今年度は 8 月に行っております。魚類採捕調査対象の 8 河川というのは、ルシャ、イ

ダシュベツ、イワウベツ、オライネコタン、この 4 つは斜里側、それから羅臼側のルサ、オ

ッカバケ、羅臼、知西別です。調査区間を定めて同じ場所で 2 回採捕し、2 パス除去法で個

体数推定を行っております。4 つ目の物理環境調査については、採捕調査 8 河川において水

面幅や流速などを計測しております。また 5 つ目の環境 DNA 解析につきましては、6 月下旬

に 42 河川すべてで水を汲んでおります。また採捕対象 8 河川では上流と下流とプロットが

2 つありますのでそれぞれのところで水を汲んでいます。そしてこの 8 河川につきましては

全てを当年度中に環境 DNA 解析を行う。それからその 8 河川以外の河川について汲んだ水

については、全部は解析せずに 8 つだけ選びまして環境 DNA 解析を行う、そんな流れで調査

を進めております。5 頁は調査プロットの位置関係などですので後ほど見てください。 

6 頁の調査結果の説明に入ります。まず気温ですが 2000 年以降の気温の変化を示しまし

た。水温のデータはだいたい 2000 年頃からありますのでそれに合わせて 2000 年からの気

温の変化を示しました。上段が平均気温それから真ん中が最高気温それから一番下のグラ

フが日最高月平均気温で、それぞれ 7、8、9 月折れ線グラフで示しています。また、月ごと

に直線回帰させたものがこの黒い直線で示されております。ざっと見ていただくとお分か

りのとおり回帰直線の傾きは全てプラスになっており、つまり気温は上がっているという

ことです。そして回帰分析した結果が統計的に有意かどうかをまとめたものが右下の表で

す。二重丸が 1%で有意、一重丸が 5%で有意となります。この表の四角は 18 ありますが、こ

のうち 11 で有意な上昇の傾向が認められるという結果が得られましたので、夏の気温は概

ね上昇傾向にあると考えております。ちなみに気象データは 1979 年からあるので 79 年か

ら同じような解析をしましたが、同じように右上がりの結果になっております。 

続いて 7 頁目の水温です。横軸に 42 河川並べておりまして一番上のグラフが月別の平均

水温、真ん中は最高水温、一番下の棒グラフが日最高月平均水温を示したものです。どのグ

ラフとも赤い点線は水温が 16℃、青い点線が 20℃でございます。両方ともオショロコマの

生息を考える上でキーになる温度です。平均水温のグラフを見ていただきますと、平均水温

が 16℃を超える河川が斜里側を中心に多くあるという状況がわかるかと思います。また最

高水温が 20℃を超える川は斜里側だけでなく羅臼側にもいくつもあります。ちなみに、こ



8 
 

の平均水温のところに示したイワウベツとイダシュベツについてですが、水温が高い方の

代表としてイワウベツ下流、低い方の代表としてイダシュベツ下流というものを取り上げ

まして、8 頁に 7 月 1 日から 9 月 30 日まで 15 分ごとの水温の変化を示しました。グラフの

真ん中に 16℃を赤点線で示しましたが、この期間ほぼ 16℃を超えているのがイワウベツ下

流の水温であります。特に 7 月 20 日から 9 月 20 日までの 2 カ月間は 16℃を下回ることが

ほぼないという結果になっています。一方のイダシュベツは 16℃上回ることが一度もない

河川です。続いて次の頁ご覧ください。河川ごとではなく全体の状況をまとめています。令

和 5 年は全ての河川で水温が過去最高値を記録しております。平均・最高・日最高月平均の

いずれかなんですが、水温としては最もぬるい年ということです。例年、斜里側の河川水温

が羅臼側の水温よりも有意に高いという状況がこれまで 2011 年の調査開始以来ずっと続い

てきましたが、今年は東岸と西岸で水温の有意差は出なかったところでございます。一方、

これも例年やっていますダム高密度河川と低密度河川の水温比較についてですが、これに

ついては今までと同様にダム高密度河川の方が 1%ないし 5%で有意に高いという結果が今年

も得られています。ちなみにダムの高密度・低密度とは、水温の測定場所から上流 2 キロ以

内に 4 つ以上ダムがあるかどうかで区分しております。10 頁をご覧ください。水温の経年

変化です。左上の方に示したオショパオマブのように 2000 年以降測定しているところが多

いのですけども、右側のペキンのようにまだ最近数年しか調査やられてないところもあり

ます。こういうものをひっくるめながら河川ごとに水温の経年変化を回帰分析した結果が

右側の表になります。プラスやマイナスと書いてありますが、プラスは回帰直線の傾きが上

がっている、つまり温度が上昇している。マイナスは下がっていることを意味しています。

そのうち赤でプラスとなっているのが 5%で有意に上昇傾向にある河川でございます。42 河

川のうち 17 河川がそういう状況です。昨年までは有意な低下傾向にある河川がありました

が今年は一つもございませんでした。また全体的な傾向をつかむため、左下の表ですが、42

河川のプラスマイナスを用いた符号検定をやってみたところ、5%ないし 1%で有意になるも

のが多く、半島全体で水温は上昇傾向にあると言えるかもしれない状況でございます。かも

しれないと言ったのは、左下の表の中に青で枠を囲ったところは昨年まで実は有意な低下

傾向にあると評価されていたのに今年は有意な上昇傾向になって 180 度結果が変わってし

まったものですから、果たして断定的に言えるのか不安な部分もあり、かもしれないという

書き方をさせていただきました。 

続いて 11 頁の採捕結果に移ります。採捕魚種は例年と同じオショロコマ、サクラマス、

ヤマメ、カンキョウカジカ、シマウキゴリ、フクドジョウそれから外来種のニジマスの 6 種

類ございました。オショロコマはイワウベツ上流を除いて全ての調査区間で採捕がありま

した。ニジマスは知西別川の上流と下流だけで採捕されております。ルシャとかルサのよう

にオショロコマが多いところもあれば、右側のイワウベツ、知西別は少ないといった特徴が

あります。12 頁をご覧ください。オショロコマの生息密度の経年変化を示したものが右側

のグラフでございます。採捕河川 8 河川では早いものは 2007 年ぐらいから調査を始めてお

りますのでその結果を示しています。ルシャのようにほぼ横ばいのようなところもあれば

オッカバケのように右肩下がりのような河川もございます。8 河川全体として経年変化を評

価したものが左側の表になります。この 8 河川の平均湿重量密度を第 1 クールから第 4 ク

ール目まで調査期間の間で差があるかどうかｔ検定をかけたところ、最初の 1 クール目か

ら 2 クール目は有意に減少したという結果は出ましたが、それ以降有意差が出てこないと

いう結果でございます。有意な減少となった期間についてはすでに第 1 期の長期モニタリ

ングの統合評価書の中で触れているものと同じでございます。有意な水温上昇があった 5 河

川、右側のグラフの緑枠ですがこれだけで同じ分析をしても有意差は出てきませんでした

し、符号検定もかけてみたのですけども、なかなかオショロコマの密度は有意な増減傾向は

見出せてないという状況でした。左下に知西別川のニジマスの尾叉長の組成を載せました。

小さい個体から大きい個体までおり、継続して再生産していることがわかります。 

13 頁飛ばしまして、14 頁は環境 DNA 解析の結果です。採捕 8 河川に加えてさらに 8 河川

合わせて 16 河川を今年度分析しました。16 河川のうち、オショパオマブを除いてすべての

地点でオショロコマの DNA が検出されております。オショパオマブは遺産区域の外側では

ありますが、最近は採捕調査でも DNA 調査でもオショロコマの生息が全く確認できてない、

もしかしたら局所絶滅した可能性があるのではという川であります。ニジマスにつきまし

ては先ほどの知西別の上下流に加えて羅臼川下流からも DNA が検出されております。右側
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の表は採捕調査と DNA の調査を比較したものでして、ほぼ一致しているというところでご

ざいます。一致してないところは DNA の検出量が少ないところとご理解いただければと思

います。15 頁ご覧ください。左側のグラフにつきましては採捕 8 河川のオショロコマの DNA

濃度と採捕調査によって得られた湿重量密度を同じグラフにしています。湿重量密度が青

い棒グラフ、DNA の方がオレンジ色の折れ線で表しております。一部の川を除いてだいたい

似たような傾向にあるなというのがわかるかと思います。この 2 つの相関係数とってみる

と 0.84 もございました。強い相関が今年は見られました。また右側のオショロコマの DNA

濃度とですね 8 月の水温の相関がどのぐらいあるかなと思いプロットしてみたのですけど

もあまり相関は得られませんでした。この辺りについてはもう少し深い分析を後ほどでき

ればと思っているところでございます。 

最後に 16 頁、調査の効率化に向けてということで、まず 1 つは採捕調査のときに魚の尾

叉長と重量を両方測っておりますが、このグラフに示したように尾叉長と重量には非常に

強い関係があります。決定係数 0.97 という、これはオショロコマですが他の魚種について

も同じような状況にありますので、来年から重量測定をやめてはどうかとも考えておりま

す。右側のグラフではこれは、直ちにという訳ではないのですが、今は同じ川で 2 箇所、上

流と下流で環境 DNA 解析しております。上流を横軸、下流を縦軸に DNA 濃度を落として比較

したものですけれども、上下流で似たような傾向があるというか決定係数 0.69、回帰直線

の傾きが 0.97 ということですので、場合によっては来年以降データを積み重ねていけば解

析スキームをより効率的なものにできる可能性があるということで今年、このグラフを掲

載させていただきました。説明は以上でございます。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それでは今の説明についてご質問をまとめましょう。

どうぞお願いします。 

 

森田委員：3 点ほど聞かせてください。まずオショロコマの減少傾向がまだ数年で年数が足らな

いのできれいに見えないかと思うのですけど、12 頁目のオッカバケ川とイワウベツ川で少

し減少傾向が見られているところなのですけれども、これは河川改良の工事の影響で何か

出ているということはないでしょうか。気になったので聞かせてください。 

 

荻原：私もそれを考えてはみたのですが、オッカバケの方につきましては最近になって工事を始

めていますのでそれ以前から密度が下がっている傾向が見られるので直ちに工事と結びつ

けるわけにもいかないのかなと思っていたところでございまして、悩んでいたところでも

ございます。もし何かアドバイス等があればお聞かせいただければと思っています。 

 

森田委員：まだ年数も少ないですし分からないのですけど注視していく必要はあるかなと思い

ました。注視の項目としては体長組成などを見てここ数年で小型魚がいなくなっていると

いったことはないか注視する必要があると思いました。それからちょっとコメントさせて

いただきたいのですけれども、環境 DNA、アバンダンスの指標とあと水温の関係で特に関係

が見られなかったという図があったかと思うのですけれども、水温も低すぎてもあんまり

良くないというところがある中で15頁目のグラフですけれども一山型の関数みたいなもの

に当てはめると最適水温多分14℃とか16℃ぐらいにあるのかもしれないのである閾値まで

水温が上がると DNA 量も下がるというような一山形の関数に当てはめるといいのかなと思

いました。それから重量の測定を次からやめようかという検討しているというところがあ

ったのですけれども体サイズの指標としてはどちらでもいいと思うのですけれども、重量、

体重を測ることの一つ重要なこととして太り具合の肥満度っていうものがすごく重要な指

標になると思うのです。水温が高くなると痩せてくるというのがダイレクトに見えること

なので肥満度と水温の関係なども見ることができますし去年のようにすごく暑かった年な

どは死亡するまでは至らないけれども痩せるというようなことがあるかもしれないので，

重量というのは肥満度の指標が得られる重要な形質であるということはお伝えしたいと思

います。以上です。 

 

中村座長：はいありがとうございます。今の会話はいいかな。すぐに重量測定をやめてしまうと

いうことではないですよね。 
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荻原：はい、経年的にデータありますのでそういうのも比べていきたいと思います。 

 

中村座長：はい。また、継続課題みたいな感じでお願いします。はい、お願いします。 

 

荒木委員：今と関連してですが，湿重量に関しては環境 DNA の方とバイオマスの比較で使用して

いるパラメーターなので、もしやめるとなった場合にどういうふうにそこの整合性と継続

的なモニタリングとしての一貫性を保つかということはご検討いただく必要があるかと思

います。1 つは個体レベルで重量が重要なのではなくて，おそらく個々の体長を測った上で

尾数に対して集団レベルで個体群として太っている、痩せているというのは例えばバルク

で重量を測っておくとある程度見られるのかなと．現場での作業量は減らしつつ最低限必

要な情報を追えるという意味では，そういう方法もあるかなと思います。もう一つの上下流

の DNA 比較グラフについては、私からの提案でもあったのですが，もちろんこれもすぐに

どうこうということではなくて、例えば第 2 期モニタリングを第 1 期に合わせてと言いま

すか、前半後半と分ける時にもし後半で何か改良できることはないかということの情報が

蓄積していく中で、今年はうまく出来すぎていたような気もしますがその上流下流の情報

量の重複みたいなものに関しては注視していくことで．もしこれはかなり情報が重複して

いて下流だけでも見たいものは見れるぞという形になったとすると、例えばですけど採捕 8

河川で上下流の 2 倍の手間をかけて解析しているものを下流のみにするため半分の解析能

力、コストで済むので，その 8 河川分を今隔年でやっている 8 河川の方に振り分けると毎

年環境 DNA でトレースをする、モニタリングをする河川が 16河川に増えるといったような，

単純計算ですがそういう考え方も長期的にはあるかなと。科学的には今のままで続けるべ

きだと個人的には思いますが、見直しのタイミングでそういうことを検討されたらいいと

思います。以上です。 

 

中村座長：上流と下流と 2 つ取った理由は何でしたっけ。 

 

荒木委員：私が言い出した訳ではないですが、採捕の上下流で、河川の状況によって捕獲区間の

マイクロハビタットによって違うだろうということで、合わせたと記憶しています。 

 

中村座長：分かりました。ありがとうございます。さっきのこの 15 頁の右側の図、これは何を

言いたくて作ったのでしょうか。 

 

荻原：オショロコマは水温に影響されるので採捕調査の方でも行っている採捕調査結果と水温

の関係じゃないですけど、環境 DNA の結果と水温がダイレクトに関係が見出せれば面白い

なということでやってみたものです。同じ年の 8 月の水温と比較しているのですけども水

を汲んでいるのは6月なのでそういう意味では前年の水温と比較した方がいいのかなとか、

あるいは前年までの何年間かの積算水温と比較した方がよりその関係性が見いだせるのか

なとかそんなこともやろうかなと思っていたところです。 

 

中村座長：ややこしい話をしだしていますね。はいどうぞ。 

 

荒木委員：水温がオショロコマのバイオマスに影響するのではないかという元々のモニタリン

グを目的に照らして水温と何かしらのバイオマス指標を比較してみるというのが多分元々

のアイデアであって、ただし環境 DNA に関しては水温が高くなる前の時期にとっている水

でやっていることなので、1 年前の年の水温と比較しそれが影響するようであれば、バイオ

マスの再生産に影響するようであれば前年の方が影響するのではなかろうかというのが多

分今おっしゃられたことだと思います。 

 

中村座長：仮定が入ってしまうし、しかも環境 DNA そのものがバイオマス量に対してはきっちり

評価できているわけでもないし、なんかいろんなものを入れ込んでいくと仮定の仮定がこ

う積み重なってくるところもあるし、必ずしもこう線形に落ちていく話なのかもうちょっ

とひと山形的なものを考えるべきなのかそれもあると思うので、必ずしも全てが冷温であ
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ればすべていいという話でもないと思うのでもうちょっと検討してください。特に魚類の

荒木さん、森田さん、卜部さんにお聞きして検討してください。他いかがでしょうどうぞ。 

 

卜部委員：今に関連して水温と DNA 量のプロットですけど、それぞれの点の湿重量も違うのです

よね。同じ湿重量あたりのというようなものでなっているわけではないのですよね。 

 

荻原：16 河川で採っていますのでそれぞれその調査区ごとに一つの湿重量密度が出ています。 

 

卜部委員：ということは例えばですけどこの一番高い点は魚がたくさんいたところで、というこ

ともあり得るということですね。水温の影響だからではなく、ただ単にたくさん魚がいただ

けという可能性もあるということです。 

 

荻原：そうです。ちなみにこの一番高いところは確かルシャ川だったと思いますが採捕調査でも

かなりたくさんのオショロコマは採捕されました。 

 

卜部委員：これ水温以外に湿重量の影響もこの中には加わっているという見方をすべきだとい

うことで良かったのですよね。 

 

荒木委員：水温がオショロコマの再生産等々を介して湿重量というかバイオマスに影響を与え

たかどうかについて、環境 DNA を指標にして見ているのがこの右側の図になるかと思いま

す。 

 

中村座長：他はどうでしょうか、はい。 

 

卜部委員：結果報告なので今日議論することではないので今後どうしたらいいのかをお聞かせ

いただければいいたらと思ったのですけども、今回の報告の中では温暖化と言いますか気

温の上昇に伴って水温は上昇しているということが確認されていてその上昇の度合いがダ

ムのあるなし、多い少ないによってより強化されているという結果が得られたのだろうと

いうように理解したのですけども、これを先ほどの評価基準の方と関連させたときに何か

の取り組みをしなければ適合しないということになってくるのだろうと思うのですけども、

そういった議論がどのタイミングでどう行われていけばいいのか、それについて今の段階

でもしお考えがあればお聞かせいただきたいなと思いました。 

 

工藤：管理局の工藤です。この第 2 期の新たな仕様のオショロコマ調査は 2 年前に河川の選定ま

たは調査作法を決めて 5 年後、10 年後に考察できるということで進めさせていただきまし

たので、今年は 2 年目ですので引き続き調査の作法、仕様自体は変えずにやっていきたい

とと思っています。 

 

中村座長：卜部さんが聞いているのはそういう話ではなくて、実際にモニタリングしてある河川

で温度が上がっているので、上がった理由がそれこそ気温の上昇とともに水温も上げてい

るのかとかいや違うと。ダムがあることによって結果的にそこに熱量をたくさん入って熱

量をあげているのではないか、これは元々谷口さん河口さんがやっていた時にそのダムの

多い河川とそうじゃない河川それで水温の状況を比べた時のものがそれだと思います。と

いうことで、私から答えていいのかどうかわからないのですけどひとまず今モニタリング

してやっぱり水温がある段階で相当高くなっているということが感知されつつある場合は、

比較だけじゃなくて本当にダムの上流と下流で温度が上がるのかとか詳しい調査を入れな

いとダムの影響だったかどうかわからないし気温によって熱が入ってきてそれで水温も上

昇しているのかということも含めた検討していかなくちゃいけないと思いますよね。その

時に気温の上昇は我々止めることができないので最終的な対策としてはそのダムの堤体の

上で暖かくなっている場合はサケが遡れるような改良を例えばスリット化することによっ

て周りに緑を育成させてクローネによる太陽放射の遮断みたいなやつを狙っていくとか将

来的にはそんなことを議論していかなくちゃいけないというように思います。ただまだそ

こまでははっきりしてないような水温についてはいろいろばらつきありますよね。明らか
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に今回はだいぶ上がっているような傾向でしたっけ、そんなことは出ているのですがまだ

モニタリングをしていかないといけないかなと、いいですよね。他はよろしいですかはい、

ありがとうございます。それでは次の報告、令和 5 年度長期モニタリング結果について（サ

ケ類）をお願いします。 
 

知床財団 野別：資料 5 令和 5 年度長期モニタリング結果について（サケ類・遡上） 

資料 5 につきまして野別から説明させていただきたいと思います。昨年の長期モニタリ

ングの結果についてです。2 枚目の調査の概要につきましては、書いてあるとおりでござい

まして遡上産卵床数調査と稚魚効果数調査を 1 年交互に実施することになっていまして、

今年度は遡上産卵床数調査の実施年となります。次 3 枚目になります。遡上数の現地調査の

方法については過年度と変わりありません。ですが調査期間と回数につきまして遡上期間

を網羅するように実施されていたかつての 8 月下旬から 10 月中旬にかけて週 2 回全 18 回

から 19 回だったのを遡上盛期の 9 月上旬から下旬の 8 回としています。この変更につきま

して次の 4 枚目で説明いたします。背景としましては、2 年に一度の遡上数カウントの実施

回数 18～19 回を省力化しまして、稚魚降下数数調査に充てられないかということにありま

す。そして事務局、卜部委員に相談させていただきました。AUC 法による推定遡上数が調査

期間中のカウント数合計値と強い相関があれば、全期間を網羅しなくても遡上ピークの時

期がカバーされればこの関係は維持されるのではないかということで、過去の調査データ

を使いまして、少ない調査回数でカウント数合計値と推定遡上数との間に高い相関が認め

られる調査回と調査回数について決定係数をもとに、3 河川ごとに連続調査回の総当たりで、

この右上の図になりますけれども、このように調査回をいろいろと検討しまして決定係数

でランク付けを行っています。その結果 4～11 回目、すなわち 9 月の第 1 から第 4 週の 8 回

の調査が妥当と判断されるに至っています。 

次 5 枚目です。産卵床数の調査については手法と調査範囲に変更はありません。書いてあ

るとおりになります。続きまして 6 枚目です。ここから調査結果になります。 

図の上からルシャ川、テッパンベツ川、ルサ川それぞれの調査日ごとの日間のカウント数

を表したグラフになっています。横軸が日付、縦軸が日間カウント数になっています。ルシ

ャ川、テッパンベツ川ともに 9 月 7 日が最多となりました。ルサ川では調査期間をとおして

調査ラインを通過したカラフトマスは確認できませんでした。カラフトマスのカウント数

の合計値ですけれども、3 河川でそれぞれ 45 個体、34 個体、0 個体となりました。 

次 7 頁目です。このスライドが各河川の回帰式のカウント数合計値を入れ込んで推定遡

上数を算出したグラフになります。上からルシャ川、テッパンベツ川、ルサ川になっていま

して横軸が 4 回目から 11 回目のカウント数の合計値、縦軸が AUC 法による推定遡上数とな

っています。今年の調査でのカウント数合計値は 3 河川ともに過去の調査の下限値、それ以

下の値となってしまいましたが、推定遡上数はそれぞれルシャ川で 3812 個体、テッパンベ

ツ川で1722個体、ルサ川では回帰式の切片になってしまいましたが130個体となりました。

調査期前後にほとんどカラフトマスはありませんでしたので、3 河川ともに参考として AUC

法で推定遡上数も算出しています。参考として掲載しています。これではルサ川ですと AUC

法であってもゼロとなりましたが、やはり数千数万のカラフトマスの遡上数を推定する手

法には遡上数が少なすぎたのだろうというふうに思われます。ただしルサ川ですけども、実

際には少ないながらも遡上していまして、パラリと川の中に見ることができ、肌感覚では少

なくとも 100 個体程度は遡上しただろうと思いましたので、今回の回帰式による推定数も

大きくは外れていないだろうという印象です。 

続きまして 8 頁目です。これはルシャ川の 2 回の産卵床調査の 100ｍ区間別の産卵床数と

密度を表したグラフになります。1 回の調査で 2 回目は 143 床、2 回目で 59 床という結果

になっています。小さく書いていますけれども、3200ｍまで踏査しているのですけど、その

日の親魚の数は、1 回目で 62 個体、2 回目ではわずか 14 個体という結果になっています。

次からのスライドですけれども、テッパンベツ川とルサ川での調査結果を表したものにな

ります。両河川とも非常に少ない結果となっています。次 11 枚目になります。長期モニタ

リングに関わる過去からの推定遡上数に関する調査結果一覧の表です。2023 年は 3 河川と

もに過去最少の推定遡上数となりました。ルシャ川で最高だった 2020 年を見ていただきま

すと 6.6 万尾ということで、今年の調査結果がいかに少なかったかというのがお分かりか

と思います。 
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続きまして 12 枚目です。これは過去からの調査で使用してきたグラフのアップデートに

なるのですけれども、3 河川の推定遡上数と北海道水研で出しているカラフトマス来遊数の

推移を表したグラフです。バーが 3 河川の年毎の推定遡上数の変化で左軸、折れ線が右軸で

来遊数となっています。2023 年の推定遡上数はバーが潰れて見えなくなるほど少ない状態

でした。2023 年の来遊数は 9 万尾ということで、前のスライドでお示しした 2020 年のルシ

ャ川、1 河川の推定遡上数が 6.6 万尾ということを考えると、いかに昨年の来遊数が少なか

ったかということが窺えます。次 13 頁目です。長期モニタリングに関わる産卵床数調査結

果の一覧になっています。隔年、各河川で 2 回の調査を実施していまして、多い方の産卵床

数がその年の産卵床数の目安という風になって（表の）ここに入れ込んでいます。推定遡上

数と同様に、2023 年は過去最小最低の産卵床数・密度となっております。続きまして 14 頁

目です。最後にカラフトマスの 3 河川の再生産効率で、これは左側の表になります。回帰率

が右側の表になるのですけれども、今年の遡上数調査の結果を緑の塗りつぶしのセルに入

れて各河川の表、2022 年級の稚魚の回帰率が算出できています。回帰率はルシャ川、テッ

パンベツ川で 2022 年級の方が 2020 年より高いのですけれども、ルサ川では著しく低い値

となっていました。 

手持ちの資料にないデータを後ろ（画面）のスライドでは表示させてもらっているのです

けれども、画面の方見ていただきたいのですけれども、この表でカラフトマスをモニターす

る上で非常に重要な位置付けになりますし、行政でカバー出来ないモニタリングを研究者

で少しでもカバーしていきましょうということで、桜井前科学委員会委員長の考えもあり

ましたので、一つでもこの表の空欄を埋めたいということで、昨年の春、知床財団独自調査

ということで知床森林生態系保全センターの配慮をいただきながら 3 河川で同様の稚魚調

査を行っております。この表の紫色の塗りつぶしになります。またルサ川だけプラスアルフ

ァで 2022 年、遡上数調査を今年度の算出法を用いて独自で実施しております。これを見て

いただくと親魚数が少ないわりに稚魚数が多いとか、稚魚数についても 4 年間で最も少な

いですけれども回帰数はそんなに少なくないという結果で、パズルのピースが新たに埋ま

りましたが更に謎が深まりましたという状況です。最後 15 頁目ですが、結果をまとめたス

ライドになっております。私からは以上です。 

 

中村座長：野別さん、なぜこんなに遡上数が悪いのですか。 

 

野別：卜部委員にその点を教えていただけるとありがたいです。 

 

卜部委員：原因はまだ特定されていないですけれども、カラフトマスは過去からの遡上数の調査

結果のグラフを見ていただいても明らかなのですけども、ずっと減少傾向にありまして、12

頁のルシャ川の空白期間もありますけども、2006 年から 2023 年にかけての青の棒グラフが

右肩下がりではないのですけども、すごく少なくなっているという状況がありまして、北太

平洋全体で見ますとカラフトマスの分布域はもう北上しているというふうに言われていま

して、これは北方 4 島も含めロシア水域、サハリンも含めてですね、南ほどカラフトマスが

減っていて、カムチャッカだとかアラスカだとか北ほどカラフトマスが増えるということ

がもう確認されていますので、南の方の環境が不適になってカラフトマスの資源量自体が

もう大きく減少してきている、その影響はもう気候変動だというふうにほぼ研究所内では

断定されています。ということはもう地球規模の気候変動が北海道のカラフトマスも減ら

してしまっている、昨年の非常に少ない結果をもたらしたというそんな理解でよろしいか

と思います 

 

中村座長：ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

野別：補足ですけれども、羅臼漁協さんが 1967 年から毎日付けている水温データというのがあ

るのですけれども、それを私が分析させていただいていて、この 50 数年の間に海の方なの

ですけど、海の表面水温も年の平均水温で 1 度以上高くなってきています。そのグラフを作

ってみますと 2022 年が一番高い数値になったのですけど、2023 年はさらに高くなっている

という状況でカラフトマスには厳しい状況かなと、そのデータからも言えるのかなと思っ

ています。 
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中村座長：ちょっと暗いニュースです。皆さんどうぞ。 

 

卜部委員：修正になるかと思いますが、4 頁の右下の 4 から 11 回に統一、すなわち 9 月第 1 週

から 10 月第 4 週の 8 回ですよね。4 頁の右下のところの 9 月第 1 週から 4 週だと 4 回なの

ですけど、9 月第 1 週から 10 月第 4 週までの 8 回では。 

 

野別：9 月は週 2 回です。週 2 回で計 8 回です。 

 

卜部委員：分かりました 

 

卜部委員：14 頁ですが、用語の問題だと思うのですけども年級としますと、例えばルシャ川の

一番上の 2019 年の親魚の 2019 年級ということはこの 2017 年に卵として生まれたカラスト

マスを指すのですか。多分 2019 年が調査対象となった親魚という理解ですよね。ですから

年級というよりは親魚の調査対象年かと。年級としますと、2019 年級というとちょっと誤

解が生まれそうかなと。 

 

野別：ありがとうございます。 

 

森田委員：野別さんの独自の稚魚調査、本当にご尽力に感銘いたします。こういうデータが取れ

ると本当に素晴らしいと思います。ちょっとテクニカルなことになるのですけれども 7 頁

目で調査を簡便にして、回帰式で推計した値に変換するという手法で行われているのです

けれども、この簡便な方法でいいと思うのですけれども、カウント 0 でも遡上数が推定され

るというのがちょうどルサ川で、今年カウント 0 で推定遡上数が 130 尾になっています。テ

ッパンベツ川やルシャ川の回帰式も見ても、今後もしかしてルシャ川でカラフトマス 0 と

いう環境になっても 1898 尾という風に推定されるというのはちょっと見た目気持ち悪いか

なと思います。テクニカルな面なのですけれども、これは 0 を通る回帰式でもいいと思いま

すし、あるいはこれ観測誤差を仮定していない回帰直線なのですね。カウント数も多分観測

誤差があるので、幾何平均回帰という観測誤差も含めた回帰式にするともう少し回帰直線

の傾きがきつくなってきます．そうすることでカウント数が 0 の時は推定遡上数がゼロに

近くなるような，そういう式に少し変更すると、今後カラフトマスがすごく減ってきてもう

ほとんどゼロなのに推定遡上数が 1000 尾とか出ると何か気持ち悪いなと思ったので、そこ

は少し改良できるかなと思いました。 

 

野別：ありがとうございます。私はゼロでこれはいいのかなと、そういう意味で 3 河川とも下限

値になってしまいましたという文言を入れさせていただいたのですけれども、今後是非と

もそちらの推定法でできればと思います。 

 

中村座長：ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

卜部委員：少し補足しますと、これからも去年以上に数々少なくなると、どうしてもこのデータ

から行くと推定という形を取らざるを得なくて、これまで取っていない領域に当てはめて

いくということをせざるを得なくて、そこの難しさはあるのだろうと思います。そこでの精

度というところで森田さんが言われた方法が一つあろうと思いますし、ただ原点回帰とい

うことを考えると、例えば 10 頁、今年ルサ川では親魚の目視確認はされないのですけども

産卵床としてはあるということは、やはり近くでは見えない、観測できないものがあるとい

うところで、切片がついていること自体はおかしくないのかなというように思います。 

 

中村座長：いわば調査した日に見えなかっただけで、他の時には残っている可能性も十分あるわ

けですね。少なくなってくるとちょっと大変ですね。とりあえずご検討ください。続いいて

資料 6、ルシャ川ダムの改良について北海道からお願いいたします。 
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（4）河川工作物の計画・検討について 

北海道オホーツク総合振興局 千葉：資料 6 ルシャ川ダムの改良について 

北海道オホーツク総合振興局林務課治山係の千葉です。よろしくお願いいたします。私か

らはルシャ川ダムの改良についてご説明させていただきます。1 枚めくっていただきまして

項目としては今年度の改良工事、シロザケの産卵床数等の調査結果、令和 6 年度の改良計画

について報告いたします。まず今年度の改良工事ですが、内容は第 1 回会議と同様ですので

要点のみ報告いたします。それでは 2 頁目をご覧ください。こちらがルシャ川治山ダム改善

方針ロードマップです。今年度は第 1 ダムの 15ｍ幅と副堤、側壁の撤去を行いました。来

年度の2024年で改良工事は完了予定となっております。3頁目から6頁目につきましては、

今年度の工事の実施内容などで、前回の会議の説明から変わっておりませんので省略させ

ていただきます。続いて 7 頁目をご覧ください。こちらが第 1 ダムの切り下げの着手前と施

工後の写真となっております。右側の写真が施工後の 10 月 16 日に撮影した写真となって

おります。写真ではちょっと分かりづらいのですが、切り下げ後に上流との落差が生じる恐

れがあったため洗掘防止対策として堤低部から現河床の高さまで大きな石を投入して対応

しております。続いて 8 頁目をご覧ください。前回の会議の現地確認の際に委員の皆様から

ご助言をいただきました第 3 ダム上流の河道開削の内容について説明させていただきます。

図面の赤いハッチの範囲で対策を行いました。続いて 9 頁ご覧ください。こちらは横断図で

下流から上流を見た状況で赤い配置の範囲を開削し、茶色の点線のように河床に敷き均し

ました。 

続いて 10 頁をご覧ください。第 3 ダムの上流側から下流を撮影した写真となっておりま

す。左から着手前、続いて施工後の通水前、一番右は施工後の通水後となっております。施

工後には河床幅が 3 メートルほど広がりました。続いて 11 頁目をご覧ください。こちらは

上流上空から撮影した状況の写真となっております。続いて 12 頁目をご覧ください。今年

度のシロザケの産卵床数等の調査結果についてご説明させていただきます。13 頁目をご覧

ください。調査についてはこれまでと同様ですが河口 0ｍ地点から 2300ｍ地点までで 10 月

19 日、11 月 14 日の計 2 回シロザケの産卵床数を計測し、その際に目視で確認できるシロ

ザケの個体数についても計測しております。なお今回の調査は前回の会議でご助言いただ

いた改良による伏流水復元状況の検証をすべく産卵床とその周辺の水温も調査を実施いた

しました。14 頁をご覧ください。こちらは調査結果を取りまとめた表になります。まず上

の表が産卵床と個体数の調査についてです。河口から第 1 ダム、第 1 ダムから第 3 ダム、第

3 ダム上流、この 3 区間における調査ごとの結果をまとめております。今年度の調査結果と

して産卵床は河口から第一ダムに 5 床、第 1 ダムから第 3 ダムに 2 床、第 3 ダム上流に 43

床の計 50 床が確認されました。個体数については第 1 ダム下流に 1 個体、第 3 ダム上流に

28個体の計29個体が確認されました。個体数、産卵床数ともに各年ばらつきがありますが、

令和 4 年度の調査では第 1 ダムから第 3 ダムの区間について産卵床が確認されていません

でしたが、今回の調査では 2 床確認されました。次に水温の計測結果についてですが、産卵

床ごとに産卵床の水温とその周辺の水温計測を行いました。結果は下の表のとおりですが、

今回の調査結果から伏流水の検証につながることはできませんでした。そのため後ほど委

員の皆様から何か伏流水を検証する良い調査手法がないかご助言をいただけると幸いです。 

最後に来年度の改良工事計画について説明いたします。16 頁をご覧ください。こちらは

工事工程表についてです。例年と同様となっております。続いて 17 頁をご覧ください。こ

のイメージ図のとおり残りの赤い範囲の切り下げを行い改良終了予定です。続いて 18 頁か

ら 21 頁については切り下げ方法でしたり仮設計画となっております。こちらも例年通りと

なっておりますので省略させていただきます。 

続いて 22 頁をご覧ください。こちらは第 1 ダム上流で第 3 ダムと同様に工事の実施によ

り流路が一部固定されてしまった区間が確認されているため、その部分の開削を計画いた

します。続いて 23 頁をご覧ください。こちらが正面から見た横断図の斜面部で対策を計画

しております。開削土は第 3 ダムと同様に河床に敷き均す計画です。最後に 24 頁をご覧く

ださい。こちらは開削計画箇所の状況写真となっております。写真の中の赤枠の範囲で開削

を計画いたします。私からの説明は以上になります。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それでは今の説明に対して質問意見をお願いします。 
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安田委員：説明ありがとうございます。先ほど伏流があるかないかを調べるために水温を記録し

たということで、資料の方で言うと 14 頁ですが、伏流というのはあくまで短区間の中でそ

こで染み込んだものがまた再び出てくるという仕組みであって、そうするとその水温がそ

こで急に変わるということはないのですよね。地下水とか湧水であれば別の話ですけども、

いわゆる伏流という定義から言うと水温が急激に大きく変わるということではないという

ことだけはご理解ください。 

 

中村座長：はい、私も短い滞溜だったらほとんど変わらないだろうと思います。産卵床の中に水

温計を何センチぐらい入れるのでしょうか。 

 

千葉：だいたい水温計 10cm ぐらい。 

 

中村座長：委員からそういう意見があってこの水温を測ったらということだったでしょうか、そ

れともそちらが独自にやられたのか？ 

 

北海道水産林務部治山課 柏葉：柏葉です。前回の会議の時に、IUCN の方から過去にこういっ

た通常の自然河川だと産卵床のところには伏流水があったり、もともとダムがなければそ

ういうものがあった空間ではないかということで、今回の改良によってそういった自然に

帰したという形を後々評価できる材料として、伏流水がどう復元したのかというところを

把握したいと思いまして今回調査いたしました。 

 

中村座長：卜部委員も測っておられるのですけれども、もうちょっと例えば砂礫帯ぐらいの幅を

持てば確かに水温は変わるのですけど、アップウェイとかダウンウェイとかで水頭値で沈

んでいるのかアップしているのかというのが見えるので工夫しているところですけど、こ

れはすごく小さいスケールなので多分出てこないのではないのかな。だからむしろ産卵床

がそこにきちんとできていればそれほど大きな問題ではないような気がするのですけど。 

 

柏葉：あとちょっと私の方でもインターネットとかで調べてみて、サーモグラフィーみたいなも

のでも把握できたりするのかなと。炎のように表示されてきます。 

 

中村座長：それは確かにそうだと思います。根岸委員が豊平川で行ったものでは炎のように出て

きています。でもそんなに変わらない場所の話じゃないかなと思うので。ちょっと浅すぎて

しかも滞溜時間が短すぎてスッと出てくるのではないですかね。 

 

卜部委員：こちらの方でも調査の目的を理解しました。確かに堤体が川底まで入っていることで

浸透流というか副流水も影響しているのではないかという指摘が IUCN からあったというの

は私も記憶していまして、それに対する対応として伏流水の状況を把握されていると。その

時に温度は多分難しいと思います。多分 100ｍとかという区間の中を流れてこないと、潜り

込んで出てこないと温度としてなかなか変わってこないです。なんとなく今回の資料 1 の

IUCN のコメント見ますと、もう伏流水そのことも触れられていないので積極的にコメント

する必要はないのかと思うのですけども。撤去したダムの効果を評価されるというのでし

たらトレーサーを使う方が良いと思います。塩を入れて、あそこで塩水を流すというのをど

う捉えるかなのですけれど、干潮域に近いところであれば単管で井戸を打って、そこに塩水、

飽和食塩水を流してやれば、その下流で塩分がキャッチできるかどうかということで捉え

られるかと思います。 

 

柏葉：ありがとうございます 

 

安田委員：最近、浸透流の研究をずっと行っておりまして、粒径内部が 5mm であった場合、1.6cm

の場合、3.7cm の場合、7cm 場合など結構小刻みにいろいろやって、マウンド上のところを

どう流れるのかということで、実は礫の内部の流速を測って乱れも計ったりしているので

すけども、ある程度粒径が細かい時には一定の非常にゆっくりした流れはできるのですが

水面勾配に依存するのです。ですから多分ここで埋め戻した所での水面勾配はそれほど著
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しく変わっていないと思いますので、急激な流れは起きないだろうと思います。対象区間が

礫であるため，浸透することはあります．粘土質ですと浸透流が期待できません．今の埋め

戻したところというのは砂礫帯だと思いますから、確実に中に浸透する流れは存在すると

思いますので。あとダブルチェックとしては浮き石がちゃんとそこについて、産卵床として

の形成が確認できるかどうか、そこの部分の判断が一番重要じゃないかなというふうな気

がいたします。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。そんなに心配しなくて良いのではないかという気がし

ます。サケが本当にきちんと再生産されているかということをチェックされた方が良いよ

うな気がします。とりあえず工事の進展進捗状況に問題なしと思ってよろしいですね。はい、

それではオッカバケ川の改良についてお願いいたします。 

 

根釧東部森林管理署 神馬：資料 7 オッカバケ川ダムの改良について 

根釧東部森林管理署の神馬です。私の方から資料 7 オッカバケ川ダムの改良について説

明いたします。よろしくお願いします。まず 1 枚目ですが、オッカバケ川の平面図とそれぞ

れのダムの写真を載せております。続きまして 2 頁目です。切り下げした 2 号ダムの切り下

げ後から現在までの主な変化をまとめております。今年令和 5 年 8 月に河岸の一部崩落が

確認されて河川の閉塞が確認されましたが、その他目立った変化はありません。続きまして

3 頁目です。令和 4 年 11 月と令和 5 年 10 月の 2 号ダムの正面の状況です。特に変化はあり

ません。続きまして令和 4 頁目です。令和 4 年 10 月と令和 5 年 10 月の 2 号ダム上流部の

状況です。こちらも特に変化は見られませんでした。続きまして 5 頁目です。2 号ダム改良

後から定点観測してきたダム直下の深さと水面との段差の変化をまとめております。深さ

は上流部の土砂の流出によって変化しましたが、最大でも約 160cm 程度となっております。

段差は令和 3 年より約 50cm で推移しております。続きまして 6 頁目です。改良予定の 1 号

ダムとその上流域での令和 5 年 6 月と令和 5 年 10 月の状況を比較しております。先ほどの

崩落のほか特に大きな変化が見られておりません。 

次の 7 頁から 24 頁目までは今年度実施しました河川測量等についてまとめております。

8 頁目です。縦断図を示しております。2 号ダム直下において平成 28 年度と比較して最も深

いマイナス 91cm の結果が出ております。続きまして 9 頁目です。9 頁目に地盤高の変化を

示しております。地盤高は平成 28 年 9 月から対比した地盤高になります。今回確認されま

した測点 25 の直下でマイナス 91cm の変化が確認されましたが、ここにつきましては測量

者から少し測定位置が下流にずれた可能性があるという報告を受けておりますので来年度

さらに確認していきたいと思います。続きまして 10 頁目です。こちらに 1 年間の横断変化

をグラフにしております。測量結果としては大きな変化が見られておりません。続きまして

11頁目と12頁目に今回改良する1号ダム付近と2号ダム付近の横断図を参考までに示して

おります。続きまして 13 頁目です。土砂流出時の流量を把握するために水位流量調査の調

査方法及び結果を記載しております。14 頁目に流量ハイドログラフを記載しております。

結果として令和 4 年度と比較しまして令和 5 年度は大きな出水が見られませんでした。続

きまして 15 頁目です。15 頁目から 20 頁目につきましては産卵環境調査の区域及び水深ご

との結果を取りまとめております。個別については省略いたします。21 頁目をご覧くださ

い。全体の結果を示しております。令和 4 年度及び令和 5 年度の区間ごとの合計を比較しま

すと令和 5 年度は減少傾向にありました。 

続きまして 22 頁目です。河床の定点撮影箇所を示しております。今回、崩落があった箇

所については図面の方に記載しております。続きまして 23 頁目です。こちらは河川の環境

調査での流れ木等の状況調査を示しております。状況調査区域は青枠で囲っております。こ

こでは羅臼町の土地も含めまして約 1.2 ヘクタールを調査しております。調査に合わせま

して流れ木の堆積状況を確認しました。主な堆積場所はアルファベットで示しております。

状況調査の結果より立木については現段階では流出する状況ではないので来年度の工事に

ついては除去を見送り変化を観察することとしております。続きまして 24 頁目です。流れ

木の堆積状況の画像です。増水時に流れ木が移動して移動が起こっておりますが、1 号ダム

の下流には一時的に堆積する箇所が複数ありますので今まで通りに自然流下させて特に問

題ないのではないかということで 1 号ダムの上流部の流れ木については個別に除去するこ

とは検討しないことになりました。なお図の C の所で 1 号ダムの所に大きな木があるので
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すけど、これについては工事区域内にありますので作業に合わせて処理することが適当と

考えておりまして、来年度の工事ではこの 1 本だけは処理したいと考えております。 

続きまして 25 頁目です。1 号ダム切り下げ工程の目安の関係ですが、変更がありました

ので最終版ということで示させてもらいます。前回との変更点につきましては、補強材の設

置作業の効率化を図るために既存のボルト穴を利用して固定するということに変更しまし

て 1 回目と 8 回目の切り下げ高をそれぞれ変更しております。特に切り下げ高が高かった 8

回目につきましては 77cm から 56cm となり切下げ時の流出土砂量の減少が見込まれること

から今回の工法を採用することとしました。なお令和 8 年以降の 8 月の切り下げについて

はコンブ漁等が始まっているということなので、土砂量を確認しながら切り下げの方を進

めていきたいと思います。続きまして 26 頁目に 1 号ダムの切り下げイメージを示しており

ます。令和 6 年度は補強材等の設置と約 35cm の 1 段階目の切り下げ、その他に段差解消の

施工を予定しております。段差解消の施工につきましては石組みを予定しております。8 回

目の切り下げにつきましては、9 頁目に地盤高の結果を取りまとめておりますが、急激に洗

掘が進むことも予測されておりますので、段差解消等の確認ができてから施工時期を決定

していきたいと考えております。最後になりますが 27 頁目の工事・調査スケジュールです

が、前回示したものと特に変更ありませんのでこのまま進めさせていただきます。以上で報

告を終わります。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それではこの改良工事について質問お願いします。 

 

中村座長：1 号ダムでの最後の頁で段差解消と言うところで、これが何をやるのかがちょっとわ

からなくて何をやろうとしているのでしょうか。 

 

神馬：はい段差解消の石組なのですが。 

 

中村座長：段差解消と言っているのはこの切り下げ部がこう囲ってありますよね、そのコンクリ

ートを打っている上にこの鋼製の物が立っているのですよね。そのコンクリートの部分の

段差ということですか。 

 

神馬：26 頁の令和 11 年度以降というところの下の方に基礎部の横断図が書いてありますが、そ

こにちょうど逆三角形の印がありますが、そこが一応ウォーターレベルになります。その上

の部分で段差が生じるので、その部分を解消するために下から石を組んでいって段差を解

消していきたいということで考えております。 

 

中村座長：ただその段階ではプールはもう埋め戻されてしまうのですか。 

 

神馬：プールが埋め戻される訳ではなくて、魚が遡っていける流路として組んでいきたいと考え

ております。 

 

中村座長：その案は 1 回、いつそれもやるのかも含めて計画を出してもらえませんか。どんな段

差解消になるのかがちょっと見えないのでお願いします。 

 

神馬：はい、まだ現場は動いてないので、その部分を含めて次の会議で示していきたいと思いま

す。 

 

中村座長：それを考えているということは、2 号ダムもそれをやろうと思っているのですか。 

 

神馬：予定では 2 号ダムの方でも段差を解消するために石組みを検討していきたいと考えてお

ります。 

 

中村座長：なぜ堤体そのものを削るという議論はないのですか。 

 

神馬：2 号ダムにつきましては堤体の部分が薄いので、今の段階で削ってしまうと割れてしまう
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可能性があることを前回までの報告でさせていただいておりまして、1 号ダムより 2 号ダム

の方が薄いです。斜めに切ったりすることも出来ない状況です。1 号ダムはそれなりに厚さ

があるので切ることも可能かとは思いますけど、まずは石組みが必要かということで。 

 

中村座長：手法は後でいいから、まずはどういう状況が必要なのかということ。石組みから入っ

てしまうと石組みしかもうないような感じになってしまうので、むしろ上流と下流の段差

を解消したいということだけならば、例えば以前、北海道が行ったルシャ川で斜めに切った

りした解消の仕方もありましたよね。今の答えをお聞きすると、それは薄すぎて無理だとい

う議論があるのかもしれない。でもいっそのこと全部落としてしまうという議論だってあ

りますよね、今ルシャ川でやっているように。それが何故できないのかも含めてちょっと検

討しましょう。段差解消についてはどういう手段があって、だから最終的にこの石組みでい

くというのは OK なのですけど、そこがなしで最初から石組みという議論はちょっと同意し

かねるので、まずは目的にあった方法がこれぐらいあって、その中で一番良いのが石組だか

らこの石組を使いたいという様な提案をしていただけるといいと思います。次の 2 号ダム

にも影響してしまうので。今日の説明だと 2 号ダムはそんなに段差はついてない、そんなに

変わってないから今のところはこのままにしとくというようなイメージで私は受け取った

のだけど、そうではないですか。 

 

神馬：2 号ダムにつきましては、もうプールの方が埋まることはほぼないので今後解消していく

ことにもなるのですが、次の回に縦断図とか改良後の変化につきまして示させていただき

ながら今後のスケジュールのお話をさせていただきなと考えております。 

 

中村座長：スケジュールというと改良しなければならないということを前提でお話しされてい

ると思うのだけど、本当に改良しなければならないのかどうなのか、それは堤体の問題とし

て改良しなければならないのか魚の遡上の問題として改良しなければならないのか、どう

もその辺の整理がはっきり今の神馬さんの話では分からないので、きちんと整理して説明

してください。他いかがでしょう。 

 

安田委員：今の点で説明少し補足した方が良いかなと思っています。2 号ダムで鋼製を段階的に

切り下げて、あるところから深掘りが生じたっていうのは、残置したところの部分から乗り

越えた際に潜り込む流れが起きると、あのようにコンクリートの直下の方で深掘りがどん

どん進行してしまいます。そのことが 2 号ダムで発生してそのまま放置した結果、今のよう

なちょっと大きい淵ができたというプロセスだと思います。おそらく遡上させて産卵床を

拡大させるという意図からすると移動ができないと意味がないので、そういう意味では段

差の解消としてどういう選択肢があるのかを考える必要があります。構造上の問題である

のかどうかというのもあるのですが、それこそ今座長で言われたように真ん中を切ってし

まうというやり方とそれからいわゆる石組でフォローして遡上を促すというのがあるので

すが、なぜ話がそんなに上手く進まないのかというと重機が入らないのですよね、現在のと

ころ。人力でやる方法として何ができるのかということで、礫で段差解消を進めるというの

が一つは現実的だろうということでその候補の話が浮き上がったということです。ですか

ら 1 号ダムにつきましては、まだそういう段階には至っていないので、そういう未然の処置

としては少し段差が起きないような方法を取っていった方が、後々落差が 1ｍ何十 cm とい

う風に、大変苦労するようなことにならないようにするにも効果的ではないかというよう

な話が多分あったというふうに理解しております。 

 

中村座長：はい、ひとまずもう少し整理しましょう。 

 

荒木委員：2 号ダム直下の深掘れについて、5 頁目の数値で経年変化を追っているのだと思うの

ですが、令和 5 年だけ深さが 40cm ほど浅くなっているように見えて、この数値が外れ値だ

とすると、どちらかという最初の数年で深さは深くなっているのだけれども、その後は

150cm ないし 160cm で、良くも悪くもですけど安定しているようにも見えるのですが、110cm

というのはどういう現場でどういう理由でここが 110cm になったかというのは考察されて

いるのでしょうか。 
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神馬：この令和 5 年 5 月につきましては通常と思っています。横断でも埋まっているという状況

になっておりまして、上から融雪時にある程度出水があって少し埋まったのではないかと

いう状況を考えております。今回差が少し出てしまったのですが、通常だとやっぱり委託で

行っている測量と自分たちで調査している部分についてはある程度連動した感じで浅くな

ったり深くなったりしている結果が出ていますので、これはエラー値ではないと一応考え

ております。 

 

荒木委員：10 月のデータだけをピックアップすると 130cm から 9 月ですけど 150cm になって、

その後は 150cm から 160cm になっている、微増というかそういう認識でよろしいか。 

 

安田委員：一つそこに説明を加えたいと思うのですけど、切り下げた後の深掘りしている所とい

うのは、一様な深さではなくて上流側の礫径を見ていただくと分かりますように結構大き

い礫もあるわけですね、そういうものが流れ込んでくると起伏が当然大きく付きますので、

その影響もあって水深の違いというのも結構大きく出てくるという風に見ていただいた方

が自然かなと。ですから一律 150cm や一律 160cm がずっと続いているというようなことで

はなくて、少し礫の凹凸がありますので、当たり外れではないのですけどそのぐらいの変化

はしていると、そのぐらいの範囲で見ていただくといいのではないかと思います。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます、よろしいですか。それではイワウベツ川についてお願

いします。 

 

網走南部森林管理署 齊藤：資料 8 イワウベツ川ダムの改良計画について 

網走南部森林管理署の齊藤です。資料 8 のイワウベツ川治山ダムの改良について説明い

たします。よろしくお願いします。資料 1 頁はイワウベツ川の治山ダムの位置図を記載して

おり、令和 5 年度は 7 号ダムの改良を実施し令和 6 年度以降は 3 号ダム改良を予定してお

ります。資料 2 頁に今年度改良した 7 号ダムの正面図、平面図を載せています。ダム堤体の

放水路部分を 1.6ｍ切り下げ、下流に石組みによる斜路を施工しました。3 頁に石組斜路の

平面図を載せております。青色の網掛け部分は幅 1ｍの練り石組となります。赤色の斜線部

分は幅 4ｍの空石組ということになっております。4 頁に縦断図を載せています。勾配につ

いては 10%になっております。5 頁から 7 頁に施工前後の比較写真を載せております。5 頁

が全体の全景です。6 頁が上流側、7 頁が下流側の比較写真ということになります。8 頁に

河川測量について記載しております。この工事着手前に 850ｍの縦断測量と 20 箇所の横断

測量を実施し、工事後の状況変化を比較する基礎データを取っております。 

次に 3 号ダムの改良案について説明いたします。9 頁の上側に 7 号ダムと 3 号ダムの位置

図及び下の方に 3 号ダムの現況写真を載せております。10 頁、11 頁に改良図を載せており

ます。3 号ダム放水路部分に 2.3ｍ幅のスリットを 3 本施工します。切り下げは 1ｍずつ 3

回に分けて実施いたします。1 年目は左岸側のスリット、正面図で右のスリットの部分であ

りますが、ここは袖部の一部取り壊しを行います。正面図の青い斜線部分につきましてはコ

ンクリートを充填します。これは左岸側のスリットを 3ｍまで切り下げるとコンクリートの

厚さが薄くなるため補強のために 1 年目に実施します。埋め戻しについては切り下げ後の

水流を考慮して巨石張工といたします。またコンクリートの表面劣化対策や改良によるダ

ムの安定性等を確保するため、ダム下流面にコンクリートの増厚を行います。またダム右岸

の保護工につきましては当初練り石組工を考えておりましたが、コンクリートを使用しな

い巨石張工としたいと考えております。 

ダムの下流側の保護工につきましては 1 年目に施工し、上流側の保護工につきましては

スリットが完成する 3 年目に施工したいと思っております。令和 6 年度の施工時期につき

ましても今年度同様 8 月中旬から 12 月末を予定しており、測量につきましては今年度同様

の縦横断測量を実施し状況変化を観察します。またサケ科魚類の遡上調査と産卵床調査を

実施したいと考えております。11 頁の下の方に今の説明を記載しております。最後 12 頁に

改良スケジュール案について記載しております。今年度は 7 号ダムの改良が終了しており、

令和 6 年度から 3 年かけて 3 号ダムの改良を実施する予定となっております。説明につい

ては以上です。 
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中村座長：ありがとうございます。この 7 号ダム改良はもうほぼ終わったと思ってよいですか。 

 

齊藤：11 月の末に完了しました。 

 

中村座長：そこでこの写真が載っているということですね、はい、他いかがでしょうか。 

 

安田委員：7 号ダムの方は先ほど言いましたように工事としては終了しておりますが、前回これ

に取り組みにあたって会議で議論したように、1.6ｍも切り下げておりますので上流側の負

担も大きくなっています。一応応急的にはこういう形で連続性を確保するような形で写真

に示されたような状況になりますが、これからの出水の推移を見守ってもらって、もしかす

ると手立てが必要な部分もあろうかと思います。あともう一つ、これから手がける上流側の

3 号ダムのスリット化ですが、実はコンクリートのこういう穴空きのスリットにしますと出

水時その穴から集中して水が流れていきます。これは通常の場合、副堤にあたってこれが湧

き上がるように入ってきて、これが河床を大きく掘ってしまうと。それがきっかけで段差が

大きく生じるということが何例も生じております。こういうことがあっては全くの逆効果

になりますので、そういう意味でもこの下流側の対策は非常に重要な点となります。まだこ

れは具体的には示した状態ではありませんけど、それを考えていくという方向性について

は必要なことだと認識しております。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。11 頁のこの水通しの穴みたいなものはどうするので

すか。 

 

齊藤：この水抜き穴につきましては埋めます。これは 3 年目に埋めます。 

 

渡邊オブザーバー：3 号ダムの右岸側の巨石ですが、町道を守るための護岸みたいなことだと思

うのですけども、高さ的なものがかなり低いような気もするのですけど、その辺はどういう

ふうな検討されているのでしょうか。 

 

中村座長：10 頁ですか。 

 

渡邊オブザーバー：10 頁の図では右岸側ですけれども、平面図でそのダムの左側に伸びたよう

な形での巨石張工。下流側が 1 年目施工で、上流側が 3 年目施工というような形になってい

るのですけども、それを正面図で見るとかなり低い位置にしか存在してないような、スリッ

トのちょっと上ぐらいまでしかなくて、例えばかなり出水があったらもっと高いところま

で流れが来て洗掘を起こすような気もしないでもないですけど、この高さの決め方ってい

うのは何かありますか。 

 

中村座長：通じましたか。 

 

齊藤：ここまでは多分水は来ないと予想しておりまして、これで間に合うではないかということ

でこの高さにしております。 

 

中村座長：渡辺オブザーバー、これはスリットの高さの話ですか、それとも巨石の話ですか。 

 

渡邊オブザーバー：巨石の話です。巨石がスリットの高さにして、高さ 1 段～3 段で切る時の 2

段目の高さまでしかないのですよ。ということはスリットの底から 1ｍぐらいまでしか護岸

がないようなイメージがあるのですけども。 

 

安田委員：私の方で助言も含めて補足したいと思いますが、今図面ではスリット化しているので

すけども、今現在の不透過の堰堤の中で、この斜面が大きくここで側岸侵食しているという

ことはないので、側岸については今ここで補強というのはある程度はあっても問題はない

のかなと、ただ一番大切なのはスリットから噴き出した時にここは多分滞溜域に当たるの
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ですね。むしろスリットから抜け出した流れ方向の運動量が大きくなるので、そこからぶつ

かって飛んでいく流れをどういう風に処理するかが重要なことなので、その処理の仕方が

何も今ここでは記載はないので、今、減勢池というか自然にできた池があると思うのですが、

ここ淵の部分が実は結構重要なポイントで、ここを守らないととんでもないことが起きる

ということは敢えて申し上げたいです。むしろそのスリットの脇の所、出たばかりの脇の所

というのは流れが滞溜する側の方なので、あまりそこには大きな負担、負荷は起きません。

ですから流下方向で直接受ける側の方がすごく大きい問題なので、そこの対策だけはしっ

かり取らないとまずいというところで、今の図面で書いてある巨石の高さの妥当性という

のは、ある意味で安全に越したことがないぐらいの感じで受け止めていただくとよいので

はないかなと思っております。 

 

中村座長：渡辺オブザーバーが仰っているのはこの高さが低すぎるということですか。 

 

渡邊オブザーバー：大きな洪水が来た時にスリットなので堰き上がりますよね。土砂の動きはな

いかもしれませんが、流れに対して切れ目というところは結構弱いので、下のところは守ら

れてもその上の斜面が削られる可能性がないのかなということです。特にこの 3 号ダムの

配置が、河道の向きがちょうど（右岸に）入ってくるので、その辺で本当に大丈夫なのかな

と、洗掘とかそういう問題ではなくて、河岸をそのまま抉るような流れが出てくるのかな、

という気がしてその辺が心配でした。 

 

中村座長：懸念事項ということでご検討ください。 

 

齊藤：今おっしゃられたのは、下流側も上流側もということでしょうか。 

 

渡邊オブザーバー：上流側ということです。 

 

中村座長：分からないところがあったら、また聞いていただいて、後でお願いいたします。 

 

中村座長：それでは再開したいと思います。続きまして資料 9 ルシャ川河床路の状況についてお

願いします。 

 

北海道森林管理局網走南部森林管理署 齊藤：資料 9 ルシャ川河床路の状況（モニタリング）

について 

網走南部署の齊藤です。引き続き資料9ルシャ川河床路の状況について説明いたします。

資料を見ていただいて、1 頁は 2022 年度の振り返りとなります。2022 年 8 月に河床路の路

体表面を石とコンクリートで間詰めしました。また、河床路通水箇所の下流側に 25ｍ程度

の石組を施工しております。2 頁は 2022 年 11 月から 2023 年 5 月までの定点カメラの画像

となります。増水や冬期間の波浪により河床路を越流した時の状況です。3 頁は 2023 年 6

月から 10 月までのルシャ川の流量を計測したハイドログラフとなります。赤線の部分が河

床路を越流した日時と流量となります。観測期間中では 6 回越流が発生しております。2023

年の最大流量は 10 月 7 日 16 時の 2.94ｔ/秒と推計されます。4 頁は 2023 年 6 月から 10 月

までの越流時の定点写真となります。5 頁は河床路の全景写真となります。続いて 6 頁は河

床路の近景の写真です。10 月段階で目立った損傷は見られておりません。7 頁は河床路の

形状変化をまとめております。2023 年 10 月の橋の下の最低河床、図で言いますと赤い②と

書かれている箇所でありますが、2.53ｍになっておりまして、2022 年 10 月に測量した時が

2.43ｍということでそれよりも 10 ㎝上昇しております。また河床路の図面で言うと①と書

かれた箇所ですが、2.63ｍとなっておりまして、橋の下の水面高が 3.07ｍよりも低くなっ

ていることから増水時には河床路に通水する状況となっております。 

続いて 8 頁はルシャ川の河床縦断の変化をまとめたものです。河床路設置後橋梁付近の

河床は上昇傾向にあります。続いて 9 頁は河床路周辺のドローン写真となります。 10 頁は

河床路の通行使用状況について漁業者に聞き取りした結果をまとめております。5 月から

11 月の 7 カ月間で 58 回保安林管理道を通行しております。毎年 7 月から 8 月はカラフトマ

ス漁のため通行量は多くなりますが、令和 5 年はカラフトマスの遡上数が極端に少なかっ
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たため、例年に比べ通行する機会が少なかったと言われております。また意見としては、モ

ルタルがないと車が通れないわけではないが通行には不便である、今年は時化と雨が少な

かったせいか河床路はほぼ壊れていなかった、今後モルタルが剥がれることがあれば修繕

して使用していくこととなる、以前と比べると番屋に行く回数は減ってきている、今後も陸

路での通行回数は減ると思うが通行できるうちは通らせてもらいたい、との意見がありま

した。11 頁には令和 6 年度の予定を記載しております。工事につきましては、融雪後の現

地状況を確認し、必要により原形復旧を基本として路面の修繕を行います。 

モニタリング関係につきましては、引き続き河床路の耐久性や走行性等についてモニタ

リングを実施することで考えています。また河床路上流部の一部を掘削移動して河床路に

通水することについて関係機関等と協議し検討していきたいと考えております。説明につ

いては以上です。 

 

中村座長：はい、ありがとうございました。それではご意見どうぞ。最後の米印のついた河床路

上流部の河床の一部を掘削移動して通年河床路に通水するということは、なぜこれをする

のでしたでしょうか。つまりこれは、洪水時だけじゃなくて平常時も河床路の上にずっと水

を通るようにしたいということですよね。漁民の方はどちらかというと喜ばないですよね。

ここの会議で決まったことでしたか。 

 

齊藤：河床路は、元々車も通れるし魚も遡れるというのが基本だと思うのですが、今の状況だと

私共は増水時にそこを遡っているかどうかわからないのではないかということで、実際に

河床路に通水させて魚が遡っているのか確認できるかなということで、やってみようとい

うことです。 

 

中村座長： それはこの会議で決まったことでしたか、そちらからの提案でしたか。この会議で

そういう議論をしましたか。していないですよね。ということでこれは新しい提案ですね。

仰る意味は、本来の河床路というのはこのように 2 本もあるわけではなくて、きちんと 1本

の川に通っていて、当然そこは常に水が流れている状態なので、そこで魚類が遡上できるか

どうかを確認したいとそういうことですね。ちょっと中途半端なのですよね、今流量が橋の

方にも行っているし、それをやるといいのかどうなのか。 

 

安田委員：今の話を聞いて思ったのですが、もともと橋に過剰な負担がかかってきて元々の河川

環境が悪化することを軽減するために、洪水時には流れを分散させましょうということで、

痕跡があったということで、そこを河床路にすることが重要としたのが第一のきっかけだ

ったと思います。実際、河川流量から考えてみると分散させるとさらに水量が少なくなっ

て、逆に遡上環境というか河川環境はあまり良くなくなると思いますので、通常時からどん

どん流すっていうことはあまりお考えにならなくてもよろしいのではないかなと。あくま

でも増水した時にあの場所でちゃんとうまく吐かせてあげるということ。あの場所の流れ

を今定点的な写真から見てもそんなに大きな負担にはなってないので、あの場所が遡れな

いということは考え難いと思っていますので、残念ながら記録は取れないかもしれません

が、それを保証する記録を取るために常時水を流すというのは、手段としては適切ではない

ような気がいたします。 

 

中村座長：私も今回そのためだけにわざわざ 2 つに常時水を流すと、相当流量が減ってしまった

浅い流れになる可能性もあるのでちょっと心配です。ということで、今まで通りある流量に

なったら河床路側に流れるということがよいのではないかなと思います。これについてそ

うではないとおっしゃる方いますか、どうぞ。 

 

荒木委員：その通りだという意見なのですが、IUCN の現場視察でも河床路についてはあまり世

界自然遺産地区で実験的なことを繰り返すのはどうだろうかという意見がついていました

ので、魚が通るか試してみましょうということは、多分この場所ではやらない方がよいと考

えます。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます、他それ以外についてもいかがでしょうか。特によろし
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いですか。ではこれでルシャは終わりということで、次に資料 10、サシルイ川のダム改良

について北海道からお願いいたします。 

 

 

（5）その他 

北海道根室振興局産業振興部林務課 中川：資料 10 サシルイ川ダムの改良について・効果検証

（モニタリング） 

北海道根室振興局林務課の中川です。よろしくお願いいたします。私から資料 10 サシル

イ川ダム改良・効果検証について説明いたします。2 頁目をご覧ください。最初に今回調査

に至った経過です。令和 2 年度に第 2 回河川工作物改良効果検証検討会における評価を受

けまして、令和 3 年度の本会議において改良工事を行うことが決定いたしました。令和 4 年

度に石組による魚道の改良工事を実施いたしまして、令和 5 年度よりその効果を検証する

ためのモニタリング調査を行いました。当時の魚道の問題点の対応につきましては資料に

記載させていただいているとおりです。モニタリング調査は、過去の結果と比較できるよう

に親魚と産卵床を調査しています。次に 4 頁目をご覧ください。調査は過去のサシルイ川に

おける産卵床調査と比較できるよう令和元年度から 2 年度に行われた調査と同様の方法と

しました。調査期間は 9 月下旬から 12 月上旬で、2 週間に 1 回の頻度で計 6 回行いました。

調査対象はカラフトマスとシロザケで親魚数と産卵床数としています。調査区間は 100ｍご

とに設定しておりますが、大きく区分すると 3 つに分かれます。図面右側になりますが、下

流から第 1 ダム下流、第 1 ダムから第 2 ダム、第 2 ダム上流としています。今回改良した第

1 ダムは図面内で本改良ダムと示しています。次に 6 頁をご覧ください。カラフトマスの産

卵床調査の結果です。右下のグラフは各調査日の区間ごとにおける産卵床数です。緑色が第

1 ダム下流、青色と水色が第 1 ダム上流で確認された産卵床数となります。詳しい結果は後

ほど過去と比較した調査結果で説明しますが、改良した第 1 ダム上流で確認された産卵床

数は、全体の 85%以上という結果でした。次に 7 頁をご覧ください。シロザケの調査結果で

す。シロザケに関しては、第 1 ダム上流での分布は 8%から 50%という結果でした。次に 9 頁

をご覧ください。カラフトマスの調査結果を比較したものになります。産卵床数については

調査結果の分布割合で比較しています。左のグラフが産卵床数で、右が区間ごとの分布割合

です。グラフの年次区分として令和 5 年度が今回の改良後の結果、平成 20 年から令和 2 年

までが今回の改良前の結果となります。なお平成 19 年より前はさらにその前の魚道におけ

る結果となります。分布割合の比較結果として、第 1 ダム上流での割合は今回の改良を行う

前の平成 20 年から令和 2 年度の平均値が 89.2%で、改良後である今回の調査結果は 87.4%

でした。次に 10 頁をご覧ください。シロザケの調査結果を比較したものになります。資料

の構成は先ほどと同様です。第 1 ダム上流の産卵床割合は、今回の改良を行う前の平成 20

年から令和 2 年の平均値が 35.5%で、今回の改良後では 10.3%でした。次に 12 頁をご覧く

ださい。最後に調査結果のまとめとなります。これは、令和 5 年度の調査結果による現時点

での評価としています。 

本改良前の魚道の問題点であった増水のたびに土砂で魚道がふさがりかけていた事象に

つきましては、現在まで発生しておらず解消されているものと考えています。引き続き融雪

後及び増水後に調査を継続していきます。次にカラフトマスの産卵床割合は、本改良前とほ

ぼ同様の値で有効に機能していると考えております。シロザケの産卵床割合は、第 1 ダム上

流で本改良前の 3 分の 1 以下に減少しており、この要因を探るために親魚数の分布を比較

したところ、河口付近にとどまる親魚の割合が令和 5 年度に増加していることが分かりま

した。これについては、沿岸と河川の水温差ですとか、河川環境などの様々な要素が影響す

るのではないかと考えております。改良工事の効果検証については、来年度も同様の調査を

行って判断していきたいと考えております。私からは以上になります。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それでは今の資料の説明についてご質問ご意見どうぞ。 

 

卜部委員：サケの産卵床数が改良を行ったにもかかわらず上流域で少なくなったということで

質問させていただきたいのですが、令和 5 年は過去の調査に比べて産卵床数が、要は遅く

に帰ってくるサケだと湧水が多い水を使いたがるところがあるのですね。第 1 ダムを超え

ずに下流側に、あるかどうか確認してないですけども下流側に多いであろう湧水のような
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ものに引っ張られて上流に登らなかったという可能性もあるのかなと思ったのですが、下

に溜まっていたというのはいつ頃のことだったのでしょうか。 

 

中川：溜まっていた数としては、その 9 月から 12 月の調査ですけれども、例えば後半に多かっ

たとかという結果ではなくて、概ねその全期間の中で河口付近の親魚数が多かった印象で

す。 

 

中村座長：これは野別さんの調査ですか。 観察した結果のお話をしてください。 

 

野別：カラフトマスについては、過去にないほど遡上数が少ない年だったので、さらなるモニタ

リングが必要なのかなと感じました。カラフトマスは難なく遡れているような印象です。サ

ケについては産卵床による評価で第 1 ダムの下流に集中しているという結果の紹介があり

ましたが、第 1 ダム下流側にある産卵床というのが、岩盤の上に薄く積もった砂利の上で

無理やり産卵していたり、流速が早すぎるところに産卵していたり、あるいは水深が 1ｍ以

上あって水の流れがほとんどないような溜まりで産卵していたりというような状況が観察

されました。周辺の河川ではそういうところでは産まないだろうというようなところに産

卵していたという状態でした。魚道を観察してみますと、中段まではシロザケも遡れている

のですが、そこから先がちょっと行きづらいような魚がいるのを見てなんとかならないか

なと思いました。あと、河川の水温が下がるとより遡上が厳しいような感じでありましたの

で、来年度以降のモニタリングと合わせてもう一工夫できないのかなと思いながら調査さ

せて頂きました。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。結構最後の遡るところがきついのではないかなという

のは現地の議論の時もあったと思います。だからモニタリングもいいのですが、私も野別さ

んが見てもそうならば、やはりきちんと最後の急な部分が遡れていけるような改良を加え

た方が早いのではないかという感じがするのですが、その辺どうですか。 

 

北海道水産林務部林務局治山課 柏葉：道庁治山課柏葉です。その辺も含め、今回の調査結果を

踏まえて来年のAP会議でこういったものが有効ではないかというものを提起させていただ

いて、実施については再来年とかそういった形になろうかと思うのですが。来年の会議でそ

の辺も踏まえて提起できればと考えております。 

 

中村座長：工事として削るとかそういうレベルの簡単な話ではないということでしょうか。 

 

柏葉：安田先生からも技術的アドバイスをいただきたいのですが、例えば、今ダムの幅が 1.5ｍ

くらいなのですが、魚道の上流端と既設ダムの接合点の部分を魚道の接合点から半分ぐら

い 70 ㎝ぐらい掘り下げて深みを作ってあげてダムの有効高さ自体は変えずにやるとか、そ

ういったことは効果としてどうなのかなと個人的に思ったのですが。 

 

中村座長：その話は安田委員に相談されているのですか。 

 

柏葉：いいえ、まだです。 

 

中村座長：それでは安田委員どうぞ。 

 

安田委員：実は施工の段階で言いますと、コンクリートで土台を作ってその上に石組しているの

ですね。下流側の方では土台の起伏がそんなに大きくなかったのですが、一番上流端のとこ

ろですごく起伏の高いマウントを作ってしまった結果、そこの周辺に石を置かざるを得な

くて今のような構造になってしまいました。実は当初実験では石組をちゃんと下から組み

上げていって上流側へつなげる予定だったので、そこの部分が設計とは違うところだった

のですね。その辺を危惧はしていたのですが、今一応遡れている状況だったので、もう少し

様子を見ましょうかくらいだったのですが、皆さんが強く懸念されるのであれば、その部分

を一回壊してもう一回石組をするというということになろうかと思います。 
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中村座長：予算が大きなものになると、当然予算請求も含めたそちらの予算の問題、スケジュー

ルがあると思うので無理は言わないのですが、多分産卵床がどこまでというこのデータを

ずっと睨むよりは、野別さんが見ているのが一番正しいと思うので、遡れていないというこ

とを実感として野別さんがおっしゃられるならば、早くそれを遡れるような形の構造にす

るのが、その年の再生産を落としてしまうよりは、やっぱり常にサシルイでも再生産できる

ようにしておいた方がいいと思うので、1 年間待つよりはできるならば簡単な改良でも構わ

ないので、なるべく今年遡ってきたやつが再生産できるような工夫も考えてみてください。 

 

柏葉：はい。承知しました。  

 

中村座長：はい、よろしくお願いします。他いかがでしょう、どうぞ。 

 

森田委員：私も卜部委員がご指摘された同じことが気になりました。現場を観察されている野別

さんにお伺いしたいのですが、昨年知床の別の川でもカラフトマスが非常に少なくて、特に

カラフトマスがいないことで、前期のサケが下の方で産卵しているというような種間の関

係っていうのを観察していて何か感じ取られた部分とかがありますか。 

 

野別：すみません。そこまでの知識がなかったので、もうまっさらなのですけど、感じませんで

した。そのような事があるのだなと。 

 

森田委員：あまりにもカラフトマスが少ないので。産卵床の適地に関しても種間関係があった場

合には、カラフトマスが完全に少なくなった場合の影響というのを考慮する必要が将来的

には出てくるのかなと気になって聞きました。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。ほかはどうでしょうか。良いですか。はい、ありがと

うございました。それでは羅臼川におけるモニタリング調査結果は釧路建設管理部でお願

いします。 

 

釧路建設管理部治水課 吉田：資料 11 羅臼川におけるモニタリング及び改良について 

釧路建設管理部治水課吉田と申します。私からは羅臼川におけるモニタリング調査及び

改良について説明させていただきます。2 頁にサケマスの産卵床調査の結果を示しておりま

す。産卵床調査については、9 月から 11 月に計 6 回実施しておりまして、調査区間につい

ては右上の位置図に示すところでございます。縦断的な産卵分布については右下の図に示

しておりまして、特にサケに関しては 5 号床止工の下流部でかなり多くの数が確認されて

おりました。こちらについては 5 号床止工の影響が若干あったのではないかというような

数値になっております。5 頁に飛んでいただきたいのですが、過年度に 5 号床止工の魚道部

下流の河床低下が大きく進行したことによりまして、魚道の部分での水面落差がかなり大

きく発生していたところではございますが、令和 4 年度に袋型根固による仮設的な対策を

講じております。その結果、産卵床数としては、カラフトマス、サケともに令和 3 年以前と

比べて仮設対応を行った令和 4 年度に関しては若干回復傾向にはあるかと思っています。3

頁に戻りまして、ニジマスの生息分布調査について報告いたします。調査については、7 月

4 日から 5 日の 2 日間、4 地点で捕獲調査を行いました。結果ですが、ST1 の河口から 40ｍ

にある淵の箇所でニジマス 2 個体を捕獲していますが、その他の調査地点ではニジマスの

捕獲はなく、過年度の調査と比べて個体数の確認は少なくなっています。 

続きまして、4 頁の帯工の土砂捕捉状況について説明いたします。帯工の設置前の平成 28

年及び帯工施工後の令和 3 年及び令和 5 年の河床高を縦断図に示しております。帯工施工

後の令和 3 年と令和 5 年度の河床高を比較しますとほぼ変動がなく、帯工が河床低下の抑

制に一定の効果を発揮しているものと考えています。今後の河床高確認については、河道法

線のほか、澪筋の動きもあるものですから右岸側左岸側にも追加法線を設定してモニタリ

ングすることを検討しています。5 頁は飛ばしまして、6 頁の剥離流の対策方針と比較検討

ということで、こちらについては、令和 4 年第 1 回会議の現地確認において委員から No.2

帯工部の剥離流について指摘を受けましたので、その対策について検討いたしました。検討
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の方針としては、No.2 帯工の下流に帯工を新たに設置する案、No.2 帯工の下流部に緩傾斜

の寄石を行う案の 2 案について比較検討を行いました。比較の結果、緩斜路寄石案で現地の

対策については進めたいと考えています。次の 7 頁に先ほどお話しした 2 案の比較表を示

しています。緩斜路寄石の方が経済性に優れておりまして、また剥離流の対策としては、新

規帯工の追加と比べても優れていると考えられることなどから緩斜路寄石案ということで

対策を進めていきたいと考えております。8 頁目に緩斜路寄石案の一般図を示しております。

この No.2 帯工部分の現状の澪筋が右岸側に寄っておりますので、寄石については右岸側に

配置することとし、その勾配については 5 割程度ということで考えております。続きまして

9 頁に寄石工に使用する材料について記載しております。現地の対応としては自然石を組み

合わせることで考えておりますが、工事に使用する自然石については、他工事等で発生した

自然石をできるだけ流用、活用することで検討しているものの、必要数量の確保ができない

場合には、その必要数を満足するためにコンクリートと自然石を組み合わせた擬石を制作

して設置することも検討しているところです。 

今後の予定でございますが、令和 6 年度の前半に先ほどの寄石に関して小規模な部分の

施工を行いながら冬季に本施工の方に進んでいきたいと思っています。先ほども説明した

通り、自然石の入手が困難な場合の対応として擬石の活用も検討しているところです。河床

縦断測量については、令和 5 年度の測量結果をもとに大きい出水がなければ隔年の測量と

して、法線についても河道法線のほか右左岸に法線を追加した形で追跡していければと思

っています。また産卵床の調査結果からですね、5 号床止工の下流でサケの産卵床数がかな

り多いという結果がありましたので、現状帯工で対策している水面落差の仮設対策につい

ても早急に本設とするような検討についても併せて進めていきたいと考えております。説

明については以上となります。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それではご質問ご意見どうぞ。 

 

卜部委員：4 頁目の縦断図の 5 号床止工のところで、令和元年に No.6 帯工ができて上流側に土

砂が堆積しているのですけれども、河床高で見ると床止工との接続部が令和 3 年に比べて

下がっているという形になっていまして、これはなんか原因があるのでしょうか。本来ここ

をなくしていこうという目的で帯工が入ったと思うのですが。 

 

吉田：ここの原因というか理由については推定の域をでませんが、No.6 帯工の施工後に令和 3

年にちょっと縦断的に上流に向かうような勾配がついて測量結果として確認されているの

ですが、中小出水によって若干の河床の移動が発生して縦断的な勾配を持つような河床と

いうよりは、どちらかというと No.6 帯工の高さをそのままレベルとするような縦断変化が

起こったのかなと考えているところです。 

 

卜部委員：つまり一時的な変化を捉えているだけで、No.6 帯工の白の部分が作られれば、上流

側にはこのオレンジの部分が No.5 床止工に擦り付いていくというイメージでよろしいです

か。 

 

吉田： 現状では白い部分の施工時期等についてはまだ詳細に決定していませんが、帯工の高さ

が将来的にこの白の点線部分まで施工された後には、この高さ見合いぐらいで礫等を捕捉

しながら摺りついていくような形に推移するのではないかと考えています。 

 

中村座長：本当ですか。本当にそんなことが起こるのですか。帯工は基本現状の高さを維持する

ための落差のない横工と覚えているのですが、今度は落差をつけるために高さを上げるわ

けですよね、上流側に溜めるという。今まで帯工の高さを上げる工事としてやったことがあ

るのですか。 

 

吉田：縦断的な堆積については紫色の一点鎖線で示す計画の河床高を示しているのですが、帯工

の高さとしては過年度の改修計画の計画河床高よりも突出させないということで計画して

います。そのうえで、帯工の将来的な施工が完了した後には、ある程度上流からの礫等を捕

捉しながら、帯工の高さのレベル見合いというでしょうか、同じぐらいの高さには補足され
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ていくのかなと。 

 

中村座長：私が聞いているのは、高さを今白くなっている部分に変えるということですね。先ほ

どの説明であれば高さを上げるということではないのですか。ちょっと確認させて、事実だ

け教えてください。この一番上の一点鎖線で書いたのが、道庁さんが思っている堆積の河床

勾配ではないのですか。 

 

吉田：堆積の勾配ということではなくて、平成 14 年頃に河道の改修を実施していたものですか

らその時の計画の河床勾配ということになります。 

 

中村座長：計画勾配なのですよね。この勾配にしたいということですよね。確認させてください。

そこをちゃんとしてくれないと。5 号床止工が一番問題だと思っていて、今そこを応急措置

で応急措置といってずっと応急措置をやっているのですよ。じゃあ本治療にいつ入るのか

なと思っていて、その時の考え方がこの一点鎖線の一番上のこのラインまで土砂が堆積す

るという意味で言っているのではないですか。 

 

吉田：過年度に帯工 6 基の計画を行った時には、この計画河床高へのある程度の復元を目標とし

て帯工の計画を策定しました。その中で、高さがかなり大きくなってしまうものですから、

帯工自体の施工を 2 期に分けて施工するという形で施工計画を立てまして、6 基のうち下流

側の 3 基については目標とする高さまで施工が済んでいるところなのですけれども、No.4

～6 の 3 基については、当初策定した計画の 2 期目の施工ということでまだ未施工の状態で

す。 

 

中村座長：私が聞いていることにちゃんと答えてください。この高さまで持っていくということ

ですよね。それでいいのですよね。 

 

吉田：ただ、この状態で 5 号床止工の河床で産卵床がかなり数多く確認されているというところ

もあるものですから、帯工の 2 期施工を進めるべきか、今の河床高に合わせた形である程度

遡上の環境を回復するかというところで、次年度以降施工の順番というか対策そのものを

検討していきたいと思っています。 

 

中村座長：ということは、先ほど卜部委員に答えたのは一点鎖線まで土砂を溜めるという話をさ

れたと思うのに、今の話は必ずしもそうじゃない、現状を上げるという議論もまだ未決定で

ある、No4～6 帯工について高さを上げるという議論もまだ検討中であるという意味なので

すか。 

 

吉田：当初の計画として 2 期施工の計画を持っていたのですが、今その 2 期施工を進めて 5 号

床止工の対策に向かうべきか、2 期施工を将来計画として持ったままで、現状の河床をある

程度踏まえたうえで直接 5 号床止工の方の対策に進むべきか、ということを検討していき

たいと思っています。 

 

安田委員：そもそもが、土砂供給の生産量から考えると結構無理な考え方をしていますよね。そ

れにイメージを湧かせて、そこにたどり着くように計画を立てて帯工という形のものを作

ったけれども、結果的にそれに見合うような生産量がないので、一つ一つが落差工になって

いるのですよね。本来の考えている目標は、生産量に見合ったものでなければならないのが、

あまり見合ったものになってないことが大きな原因なのです。この状態から考えるという

ことでお話を次々と展開されているのですが、そもそも論として座長がお話しされていた

目標値に向かってやってきた話だったのは間違いないことじゃないですか。ただ、上流側で

見合っただけの土砂生産がないので結果的にはそこまで至らなかったということを素直に

認めて、現実的にそれからどういう工夫が必要なのかというところが一番大きなポイント

だと思うのですよね。それで、今白抜きになっているまだ未施工のところで 2 箇所が、川が

ちょうど蛇行しているというか曲がっていて水衝部にあたる位置ですよね。流れがそこで

どんどんぶつかることが懸念されて、河床がそれ以上に下がっているというところですか
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ら、この辺の手当はちゃんとやらなければいけないというのは間違いないことだと思うの

ですよね。ですから、初めのところに無理が相当あったので、これをもっと現実路線に切り

替えるということで議論を進めた方がいいような気がします。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。正直言って、今手当てしようとしている帯工、6 頁の

写真にある段差がついだ状況が、ここで何か遡上できないとかの弊害が起こっているのは

まだしもデータ的にも起こってないような感じなのでそれほど大きな問題とは思えなくて。

であるならば、まずは 5 号床止工の今応急措置していることをもうちょっと真剣に考えて

ほしい。下流側の今お話がされたそもそもの一点鎖線のところはちょっと今変更するかも

しれないという話だと思うのです。であるならば、逆にこの床止工の落差をどういう形で考

えていくのかとか。私は、この流量を流すには幅が狭すぎるとずっと思っていて、どんどん

リサイズしていく方向に行くしかないと思っているので。でもそれは段丘上の町が利用し

ている場所をちょっと削ったりしなければいけないので、道庁はそれをやらないと言った

のですよ。今のこのやり方でやっていきたいというのならばそれは結構だけれども。でも、

この 5 号床止工の落差、道庁はこれもあまりそれを認めたくないのだと思うのですけれど

もこの 2 頁目の棒グラフのこのサケの産卵床が 4 号と 5 号の間にできているというのも、

これも溜まっているのではないのかなという。この調査は誰がやられたのですか？ 

 

パブリックコンサルタント（株） 村上：パブリックコンサルタントの村上です。溜まっている

という印象は現地を見る限りはあまりなくて、一旦はひょっとしたら遡っていても、帯工が

あることで結果的にそこがいい産卵場所になっていて、上流のその産卵環境の少なさでひ

ょっとしたらサケがまた降りてきて結果的に産卵の位置として落とし込んだ時に、5 号の下

に産卵床が集中するという結果になっているような印象です。 

 

中村座長：ということは、先ほど言われたように 5 号床止工が遡りづらいということではなく

て。本当ですね。むしろ 4 号と 5 号の間に良い産卵環境があるからそこでたくさん産んでい

るという風に解釈されている。 

 

村上：はい、今の仮設袋型根固を何段か積んでいる状態では遡りづらそうな感じではないです。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それでは私の見間違いなのかもしれません。ただ 5 号

の落差をどうしていくかというのは、今応急とおっしゃっているので、やはりここは早く応

急ではない形で河道全体としてどうやって計画していくかというのを検討してほしいと思

っています。他はいかがでしょうか？ 

 

安田委員：先ほどの No.2 帯工対応の話なのですが、遡りやすい・遡りにくいと言ったら右岸側

の落差の低い方から遡っていくということで、多分遡上環境として妨げにはなってないだ

ろうと思ってはいるのですが、むしろ、左岸側の方の落差が大きくて、中小洪水の時この落

差によって深掘りがどんどん進行するのです。これが一番大きな問題なのですよね。ですか

ら、この状態が維持されるのではなくて、この状態が進行すると壊れる可能性があるという

ことがそもそもの大きな問題なので、この辺をしっかりと保護しないとやっていることが

支離滅裂になってしまう。であるならば、ちゃんと遡りやすい環境を作った方がいいのです

が、これを見ると右岸側の方は落差が確かにあまり大きくない、多分だけど違うと思うので

すよね、これ右岸側の方に水量が多くなって、そこから多分遡れる環境になっていると思う

のですよね。ですから、左岸側の方についてはその出水時の河床の洗掘対策をちゃんと考え

た方がいいと思います。 

 

中村座長：はい、ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

渡邊オブザーバー：確認させていただきたいのですが、No.2 帯工の右岸側なのですけども、こ

れ下流側に護床工が伸びていますよね。これは変状しているのでしょうか？ 

 

吉田：下流の護床が大きく変状しているかということについて特段確認はされておりません。 
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渡邊オブザーバー：なので、私としては多分そんなに問題になってないのかなということで、魚

が遡上をしにくいっていうのであればこういうこともあるかなと思ったのですが、もし遡

上しているというのであれば、とりあえずこのまま様子を見ていてもいいのかなという気

がしたのですが、例えば斜路にすると護床工をさらに伸ばさなければいけないという可能

性も出てくるので、とりあえずは様子見の方がいいかなという気がしました。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。とりあえず今日は意見ということで。ちょっと時間も

限られているので。 

 

荒木委員：中村座長からの指摘があったのですが、今後の予定のところに 5 号床止工に関する記

載が一切ないようです。これはもうこの仮設対応のまま今後もこれでやっていくという理

解でよろしいでしょうか。 

 

吉田：あくまでも現状は仮設でございますので、現地の調査等を行いながらある程度恒久的な対

策に進んでいきたいと。ただ、もともと北海道の帯工の 2 期施工という計画があったもので

すから、それを進めるべきかどうかというところも全て総合的に比較して、上流からの土砂

供給があまり期待できないというような状況にありますので、帯工の 2 期施工にこだわら

ない対策も検討していかなければいけないなと思っているところです。 

 

荒木委員：床止工に関して何か今後予定があるならば、ここに多分記載があるはずだと理解して

います。ないということはしないという意思表示にも見えるので、もし今後恒久的な対策を

検討されているのであればここに記載されるといいと思います。 

 

中村座長：それは私の希望でもありますので、ぜひ案を出してください。他いかがでしょう。よ

ろしいですか。ありがとうございました。それでは、オッカバケの橋梁についてお願いしま

す。 

 

釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所 明石：資料 12 オッカバケ川橋梁補修工事につい

て（道道 知床公園羅臼線・朔北橋） 

釧路建設管理部中標津出張所の明石と申します。私の方からは資料 12 オッカバケ川橋梁

補修工事についてご説明いたします。かいつまんでご説明いたします。4 頁目をご覧くださ

い。橋と川の現状でございます。右の写真の P2 と赤で囲ったところの基礎部分がだいたい

76 ㎝程度の洗掘を受けていて早期に対策が必要な状況となっております。5 頁目は飛ばし

まして 6 頁目でございます。同様に河川の状況ですけれども、7 月に現地を見ていただいた

通り 70 ㎝以上の石がゴロゴロしている状況で、河床の岩盤が各所で露出していて、その上

に砂礫が覆っていて、水が流れているところの岩盤は侵食を受けているというような状況

になっております。このような状況で洗掘の対策を検討いたしております。 

7頁目でございます。ここに比較表として4案記載しております。左側は河道改修ですね。

これは道路管理者として河川工事をするというのはそもそも難しいということがあるのと、

河道改修しても洗掘が進行する恐れもあると考えております。次の護床工これは令和 4 年

度の第 2 回会議でご提示した案でございます。水が流れているところ全面に護床ブロック

を設置するという案でございました。これに関しては様々なご意見をいただきまして、令和

5 年度の第 1 回会議でご提示したのが次の根継工でございます。こちらもコンクリートの構

造物を新たに設置するという案でございました。今回検討してまいりましたのが寄石・捨石

工でございます。この案で検討して実施していきたいと考えております。この案ですが、次

の 8 頁目でございます。今洗掘を受けている P2 橋脚周辺に現地の石を活用して寄石・捨石

によって被覆して、流水から受ける衝撃を緩和することで橋脚を保護する。寄石・捨石が流

れ出さないように、さらに大きな現地の自然石を下流側に配置して、この川の上流と同じよ

うに覆礫効果を期待して大きな石を下流側に配置したいと考えております。続きまして 9 頁

目になります。この対策のざっくりとしたイメージなのですけども、黄色の実線で囲った概

ねこの範囲に寄石・捨石を実施するように考えております。 

続いて 10 頁目でございます。この寄石・捨石を実施する際には、一旦その川の流れを橋
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の中央部分に移し替えることをいたします。それが平面図の赤で示している部分に瀬替え

を行うのですが、寄石・捨石を配置した後も、この瀬替工をそのまま残しておいて、洪水時

に右岸側に流水が集中しないようなことを期待してこのまま残すことを考えております。

このような対策を令和 6 年の秋以降に実施したいと考えております。以上です 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。最初のブロックを張る案からいろ

いろ検討していただいて、今の最後の案が出てきたのだと思います。はい、どうぞ。 

 

安田委員：資料の 10 頁のところで瀬替えをするという工事のプロセスですね。これ自身は全く

問題ないというか、そのようにやらないと工事ができないということです。その後も利用と

いうことで流れの集中を避けるとおっしゃっていたのですけども、元々河床の形成が何で

起きたかというと、上流側の河道がかなり屈曲に曲がっていって内湾側の方に堆積傾向に

なるから、あれがやがて堆積をして右岸側の方にしか流れないということを見ると、限定的

に使うという形になるかと思います。初めのうちのまだ堆積してない時にはその利用は可

能だと思うのですけども、堆積したらもうそこで終わりとお考えになった方がよろしいか

と思います。 

 

中村座長：それは今のこの赤いところですね。他いかがでしょう。渡邊委員どうですか。これで

うまくいきますか。 

 

渡邊オブザーバー：ちょっと心配なのが、巨礫を下流側に置いてその下流のところの段差が本当

に魚として大丈夫なのかっていうのが気になるのですが、橋梁的には大丈夫だと思います。 

 

中村座長：そこはどうなのですかね。その石を置いた時に遡上に対してどうなのでしょう。はい。 

 

安田委員：私の方で付け足していいのかわかりませんが、礫の天端が今ここの左右に見ているよ

うな露骨に上に突出するような状況ではなくて、もっと下に埋め込むような状態に、平水時

の水位とあまり変わりないぐらいの高さに最終的に落ち着くようにすると、出水時におい

ても水面に沿う流れが起きますので河床の洗掘はないというのと、平水時にはその流れが

そのまま連続的に流れていきますので、遡上の妨げにはならないと判断してよろしいので

はないかなと思っています。 

 

中村座長：ということで、ちょっとそこを気にして作っていただけませんか。ブロックするよう

な形だと元も子もなくなってしまうので。 

 

渡邊オブザーバー：瀬替えの時はもうちょっと上流をスムーズに入れ込んで、下流も右側に戻す

ような感じでストーンと抜いてやって、できるだけ瀬替の河道が維持できるようにしてお

けば結構いいのかなっていう気がしたのですが。 

 

中村座長：どのような感じですか？ 

 

渡邊オブザーバー：10 頁の平面図を見ていただくと、瀬替の水路が全てすぐ左側に引っ張るよ

うな形なので、もう少しスムーズに流れ込むような形にしてやるといいのかなと。それと下

流側の右岸側に無理に曲げていますけれども、これをスポンと抜いた方が自然かなという

気がします。うまく考えてやれば結構維持できるのかなと考えられます。 

 

中村座長：はい、わかりました。できればそのルシャ川の河床路のような形でうまく洪水時だけ

ここを使ってくれて多少の洗掘を和らげてくれるといいなという感じがします。ご検討く

ださい。他はどうでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。それでは

ルサ川についてお願いします。 

 

羅臼町産業創成課 田澤：資料 13 ルサ川における河川改修について 

はい、羅臼町の田澤です。資料 13 A4 と A3 の 2 枚ものの資料です。最初に計画平面図が
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ありますがこれは基本的に前回お示したのと大きくは変わっておりません。全体予定 3 年

程度となっておりますが、実は今日、今年度ここまでやりましたと言いたかったのですが、

先々週からの羅臼の暴風雪大雪警報でちょっと伸びておりますがもうすぐ終わります。今

年の分に関しては、一番下の木杭バーブ 2 列のうちの上流側の一列、その上の盛土、捨石護

岸、それから河道掘削ぐらいを今年の分で現在施工しております。基本的には前回お示しし

た方針、左岸側の侵食を可能な限り自然の材料を使って抑える。それから現状で形成されて

いるサケやその他生物の生息環境繁殖環境を可能な限り保全しながら実施するという基本

方針は変わっておりません。3 年程度とあるのは 3 年ぐらいを予定して、来年も 1 列の木杭

バーブ等を施工しながら、河川の状況あるいは魚の遡上状況も含めて確認していって、柔軟

に対応するために 3 年程度というぼかした記載にしております。2 枚目に A3 資料で今年の

分の平面図があります。先ほど申しましたとおり、盛土と上流側の 1 列のバーブそれから中

島の切土で、今現在工事中なので大型土嚢は流路切り替えのため設置しておりますが、これ

は施工後撤去の予定です。それからこの場でのアドバイスもあって、右岸側の副流路は今の

ところ残す予定でおります。参考で A3 の裏面にはその木杭バーブの構造図を入れてありま

す。以上です。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。とりあえず前回了解としたのをお認めいただいて、そ

れで段階的にやっていくということみたいです。いかがでしょうか。 

 

荒木委員：私の記憶が違えていたら教えて欲しいのですが、この工事とルサフィールドハウスの

一般向けの改良と言いますか、それと連動していたような印象があったのですが、それとは

切り離してやるということでしょうか。 

 

田澤：すみません。方針の 3 つ目が実は環境省で実施するルサフィールドハウスの園地整備と連

携して相乗効果を上げるというのを前回記載していましたが、ちょっと状況が変わって環

境省の園地整備の方が止まっているような状況です。これは町の事情もあって、関係者の事

情もあって、おそらく凍結ではないと思うのですが止まっている状況なので、あえて今回申

し上げませんでした。 

 

中村座長：環境省さんコメントありますか。 

 

環境省羅臼自然保護官事務所 西村：環境省羅臼自然保護官事務所の西村と申します。補足で説

明させていただきます。予定しておりました園地整備につきましては、現段階では予算の目

処も立っておりませんので延期という形です。またルサ園地のあり方についても、羅臼町さ

んと知床財団さんと環境省でしっかり協議した上で検討し直すというところもありまして、

親水空間の整備のあり方も改めて話し合って決めていくことになろうかと思います。以上

になります。 

 

中村座長：ということで、ひとまずは切り離してこのルサの橋の問題も含めてこの左岸側の浸食

を止めるということでこの川の方だけでいくと、そういうことですよね。それでいいですね。 

 

田澤：ひとまずはそれで結構です。ただ、川の改修にあたって、園地整備を常に念頭に置いてや

ろうと思っています。 

 

荒木委員：時間ができたという言い方もできると思うので、しっかりと連携と連動を取りながら

将来的に誰にとってもいいものを魚にとってもいいものを作っていただけるといいかと思

います。 

 

田澤：はい、ありがとうございます。 

 

中村座長：他どうでしょう。よろしいですか。また現地視察ができたら見せてもらえたらなと思

います。ありがとうございました。それではしれとこ 100 平方メートル運動の方で、これは

リモートで斜里町から説明よろしくお願いいたします。 
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斜里町環境課 吉田：資料 14 しれとこ 100 平方メートル運動の取り組み 

斜里町環境課の吉田です。斜里町からしれとこ 100 平方メートル運動の生物相復元事業

に関わるイワウベツ川における取り組みについてご報告をさせていただきます。しれとこ

100 平方メートル運動の生物相復元事業では、1997 年からイワウベツ川においてサクラマ

スの復元、カラフトマス・シロザケの自然産卵促進、河川環境の改善を目指す取組みを行っ

ておりまして、2023 年度は 26 年目にあたります。この 3 つの取り組みの実施結果につきま

してご報告をさせていただきます。まずサクラマスの復元についてでございます。9 月 10

日にサクラマスの遡上状況調査を実施してございます。イワウベツ川本流及びピリカベツ

川、赤イ川を調査いたしまして、目視と水中動画撮影によりまして、サクラマス親魚を確認

する手法を用いております。結果としまして、イワウベツ川本流の No.7 ダムの直下にてサ

クラマス親魚 4 尾を確認しております。ピリカベツ川では No.18 治山ダムの直下にて 3 尾、

最上流部魚止めの滝の下までの区間にて 2 尾を確認しておりまして、全調査区間における

親魚の合計は 9 尾となってございます。また 6 月中旬および 10 月下旬にイワウベツ川流域

における電気ショッカーを用いた魚類調査を実施しております。本流の No.7 ダムより下流

では自然産卵によるサクラマス稚魚が複数確認されております。続いて 2 頁目に移ります。

中段ですがカラフトマス・シロザケの遡上促進でございます。イワウベツ川におけるカラフ

トマス・シロザケの遡上状況について、岩尾別ふ化場から聞き取りを行っております。今年

はウライ上部への放流は行っていないと回答をいただいております。しかし、昨年と同様に

ウライ下の河床が浅くなっていることから、増水時にサケマスが自然遡上していたという

ことでございます。続いて下段の方にいきまして、3 番目のイワウベツ川における河川環境

の改善です。昨年秋から現在までにイワウベツ川流域においては大規模な増水はなく、本流

および各支流で特筆すべき河川形状の変化は認められておりません。 

盤ノ川簡易魚道につきましては2022年9月の修繕以降の破損等は確認されておりません。

夏季の河川水量の低下によりまして、7 月に魚道下部の水流が伏流化した状況が確認されて

おります。10 月 7 日には前日にまとまった雨が降って河川水量が回復し、魚道の水流が元

に戻っている状況を確認しております。魚道の伏流化期間は 75 日間でありました。続いて

3 頁目に移ります。オショロコマ生息状況調査です。6 月中旬及び 10 月下旬イワウベツ川流

域における電気ショッカーを用いた魚類調査を、知床博物館、東京農業大学オホーツク校と

の共同調査にて実施をしております。盤ノ川簡易魚道の上流側にて魚道を通過して移動し

たと推測されるオショロコマ 1 尾を確認しております。4 頁目以降につきましては、サケ科

魚類を中心として、生物相復元に取り組みの経緯ということで別添資料として、サクラマス

の産卵状況の調査、イワウベツ川のふ化場ウライより上流におけるカラフトマス・シロザケ

の遡上数、そして最後の頁にはその取り組みの変遷ということで記載をさせていただいて

おります。説明は以上になります。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。それでは説明に対してどうでしょうか。 

 

卜部委員：夏場に伏流してしまうということなのですが、何か対策のようなものを検討されてお

りますか。 

 

吉田：河川水の魚道への入水量を調整する対応や伏流箇所の防浸処置の対応をしなければと思

っていますが。 

 

中村座長：何か卜部委員からありますか。 

 

卜部委員：設計者の岩瀬さんと実際に施工された方々がこれをどういう状況かと見られて対応

されるのが一番だと思うのですけども、伏流するというのは漏れてしまっている、浸み込ん

でしまっているということではないのでしょうか。入る流量が少ないということで。 

 

北海道技術コンサルタント（株） 岩瀬：北海道技術コンサルタントの岩瀬です。設計した者で

す。あそこは極端に夏場水量が減って、全量魚道に入れなければいけないのですが、入れる

ために本堤のところに木を打って、できるだけ水を入れるようにしています。ところが本堤
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の所が流下土砂で摩耗して凹凸があって、そこは木で押さえ込んでいるのですが、若干の水

が抜ける部分があります。そこから抜けるということなので、簡単にそこに土嚢を置いてい

けばいいというだけの話なのですが、そうなると常に見に行かないといけないという状況

になるので、そこまではやっていないと思うので、伏流しているとしたら土嚢を脇に置いて

あるので、それで詰めてくださいと言えば伏流するというような状況にはならないと思い

ます。 

 

中村座長：はい、それではご検討お願いします。他どうでしょう。いいですか。実はちょっと時

間が過ぎていて。はい、ありがとうございました。はい、様々な発表をご苦労様でした。そ

れでは最後なのですが、資料 15 アドバイザー会議設置案の開催について管理局からお願い

します。 

 

北海道森林管理局計画課 工藤：資料 15 河川工作物アドバイザー会議設置要綱について 

管理局工藤です。河川工作物 AP 会議の設置要綱の改正案について、資料 15 に基づいて説

明させていただきます。今年度に入りまして親委員会である科学委員会でも設置要綱の改

正が行われたところで、要点としましては委員の任期の関係で年齢を、70 歳を超えるもの

は委員として選任しない等々の見直し、改正されたことを踏まえて、科学委員会その下部に

位置する各ワーキングこの AP 会議も含めてこの規定に則る形としての今回の改正案の提案

です。改正案については現行の 3 条組織、4 条の委員の任期とそれぞれ条文化した中で整理

してございます。また裏面に別紙として委員。また関係行政機関と事務局の構成であります

が、今回事務局から委員について、本会議までオブザーバー委員として参加していただきま

した北見工大の渡邊先生については、次回以降の会議においては委員として委嘱した中で

委員の改正提案をさせていただくところであります。以上、改正案、また別紙の部分につい

てお諮りして確認させていただきたいと考えております。 

 

中村座長：はい、ありがとうございます。委員会の方で私は今委員長をやっているのですけれど

も、あまり年を取ってからもやっていくというのはどうなのかということで。ただ桜井先生

もそうなのですけど漁民の方々との繋がりが非常に強くて、すぐ引退されてもいろんなと

ころで困るだろうというので、実はこれ 70 歳で委員としては選任しないとは書いてあるの

ですが、但し書き事項のような形で、委員以外の学識経験者に対して座長が出席を求めるこ

とができると書いてありますので、もしそういうケースがあった場合は 70 歳を超えても学

識経験者として委員会でいろいろコメントをいただいたり、地域の人たちとのつながりを

維持するような形でその方に入っていただくということはできると思ってください。渡邊

先生については今までほとんどオブザーバーでも委員としていろんな発言していただいて

今まで大変失礼しました。ということでぜひ委員に入っていただこうということです。ご異

議ありませんね。よろしいですね。はい、それではこのようにさせていただきます。ありが

とうございます。はい、20 分ぐらい遅れているのですが、全部の議題を一応終了しました。

全体を通して何か言い忘れた方、これは委員だけじゃなくて皆さんも含めていかがでしょ

うか。よろしいですか。はい、それではマイクを事務局にお返しいたします。 

 

岩本：座長におかれましては議事進行をいただき御礼申し上げます。また、委員の皆様にも活発

なご議論をいただきありがとうございました。本日の会議議事録については、後日整理をい

たしまして各委員の皆様にご確認をいただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

工藤：最後に事務局の方から今後の予定です。今年度については、先ほど話がありましたが第 2

回の科学委員会を 2 月 19 日札幌市のかでる 2.7 で開催いたします。令和 6 年度の河川 AP に

ついては、例年通り第 1 回目を 7 月中旬目処で現地検討会を含めて、第 2 回目を 1 月下旬

に札幌で開催の年 2 回の案ということで、来年度の開催について予定させていただきます。

最後に本日も色々なパーツで多岐にわたる資料で、それぞれの関係議事について委員から

助言等をいただきました。引き続き、それぞれの委員におかれましては、今後も円滑に進め

ていく部分で、色々な助言等賜りたいと思っております。また、メーリングを通じて何か情

報をいただける知見等ありましたら情報共有いただければありがたいと思っております。

以上、連絡事項等です。 



35 
 

 

岩本：以上をもちまして、令和 5 年度第 2 回河川工作物アドバイザー会議を終了いたします。本

日はお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございました。 

 


